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第２節 直接工事費の積算 

２－１ 材料費 

  （省略） 
２－２ 労務費 

２－２－１ 歩掛 

基準書に掲載されておらず、準用可能な基準のない工種を積算するための歩掛、または土木工事資材等単価表

や物価資料等に掲載が無く、特別調査の対象外となる単価を必要とする場合は、見積りにより対応するものとす

る。 
見積りの徴収にあたっては公平性を確保し、単価においては市場性の反映にも留意すること。 

（省略） 

 
２－２－２ 所要人員 

労務費は，工事を施工するに必要な労務の費用とし，その算定は次の(1)及び(2)によるものとする。 

(１) 所要人員 

所要人員は，原則として，現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに査定するが，一般に過去の実績及

び検討により得られた標準的な歩掛を使用するものとする。 

(２) 労務賃金 

労務賃金は，労働者に支払われる賃金であって，直接作業に従事した時間の労務費の基本給をいい，基本

給は，「公共工事設計労務単価」等を使用するものとする。 

基準作業時間外の作業及び特殊条件により作業に従事して支払われる賃金を割増賃金といい，割増賃金

は，従事した時間及び条件によって加算するものとする。 

(３) 夜間工事の労務単価 

次に掲げる場合は，以下の通り労務単価の割増しを行うものとする。 

ア 通常勤務すべき時間帯（８ｈ～17ｈ）を超えて，作業を計画する場合は以下とする。 

(ア) 深夜時間（22ｈ～５ｈ）については，深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）とする。 

(イ) 上記(ア)以外の通常勤務すべき時間帯（８ｈ～17ｈ）を超えた時間帯は，時間外割増し（基準額×割増

対象賃金比×1.25）とする。 

なお，休憩は超過勤務４時間を超えるごとに 30 分の休憩を与えるものとする。 

イ ２交替，３交替を計画する場合，所定労働時間（実働時間８ｈ＋休息時間１ｈ）内は，基準額とする。その内，

深夜部分（22ｈ～５ｈ）にかかる時間帯は，深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとす

る。 

ただし，２交替の場合にあって，所定労働時間を超える場合は，時間外割増し(基準額×割増対象賃金比

×1.25)，及び深夜時間外割増し(基準額×割増対象賃金比×1.50)を加算する。〔例－１〕，〔例－２〕 

ウ 現場条件により，やむを得ず，通常勤務すべき時間帯（８ｈ～17ｈ）をはずして作業を計画する場合は，次に

よる。〔例－３〕 

(ア)所定労働時間内で 17ｈ～20ｈ及び，６ｈ～８ｈにかかる時間帯は，基準額とする。 

(イ)所定労働時間内で 20ｈ～６ｈにかかる時間帯は基準額に 1.5 を乗ずる。 

ただし，作業開始から所定労働時間内までとし，所定労働時間を超えた時間帯については，アによる。 

 
 

 

第２節 直接工事費の積算 

２－１ 材料費 

  （省略） 
２－２ 労務費 

２－２－１ 所要人員 

基準書に掲載されておらず、準用可能な基準のない工種を積算するための歩掛、または土木工事資材等単価

表や物価資料等に掲載が無く、特別調査の対象外となる単価を必要とする場合は、見積りにより対応するもの

とする。 
見積りの徴収にあたっては公平性を確保し、単価においては市場性の反映にも留意すること。 

（省略） 

 

２－２－２ 労務単価 

 設計書に計上する労務単価は「土木工事資材等単価表（神奈川県県土整備局）」の一般労務単価による。 

なお、これらの労務単価は昼間実働８時間に対するものである。 

 

２－２－３ 夜間工事の労務単価 

通常勤務すべき時間帯（８時から 17 時）を超えて作業を計画する場合は、「土木工事標準積算基準書（神奈川県

県土整備局）」により積算する。 

 なお、水道工事における夜間工事は、20 時から６時までとする。（労務単価基準額に 1.5 を乗ずる。） 

 
２－２－４ 労務単価の補正 

  夜間及び時間的制約等により補正を行う場合は、算出された設計労務単価額を円止めとし、円未満は切り捨てと

する。 
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実務必携の改定

に伴い追加 

 

 

第３節 関節工事費の積算 

３－１ 間接工事費 

  この算定基準は、間接工事費の算定に係る必要な事項を定めたものである。間接工事費の構成は、

下記のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

３－２ 共通仮設費 

３－２－１ 共通仮設費 

（１）工種区分 

共通仮設費は、表３－２－１－３に掲げる区分ごとに算定するものとする。 

ア 工種区分は、工事名にとらわれることなく、工種内容によって適切に選定するものとする。 

イ ２種以上の工種内容からなる工事については、その主たる工種区分を適用するものとする。なお、 

「主たる工種」とは、（２）－１）に定める対象額の大きい方の工種をいう。 

ただし、対象額で判断しがたい場合は直接工事費で判断してよい。 

ウ 設計変更時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。 

（２） 算定方法 

共通仮設費の算定は、表３－２－１－３ の工種区分にしたがって所定の率計算による額と積上げ

計算による額とを加算しておこなうものとする。 

共通仮設費＝対象額（Ｐ）×共通仮設費率（Ｋｒ）＋積上げ額 

１） 率計算による部分 

下記に定める対象額ごとに求めた率に、当該対象額を乗じて得た額の範囲内とする。 

対象額（Ｐ）＝直接工事費＋支給品費＋事業損失防止施設費＋準備費に含まれる処分費 

ア 下記に掲げる費用は対象額に含めない。 

（ア） 原則として管材費のうち１／２の金額 

（イ） 簡易組立式橋梁、PC桁、グレーチング床板、門扉、ポンプの購入費 

（ウ） 上記（イ）を支給する場合の支給品費 

（エ） 鋼桁、門扉等の工場製作に係る費用のうちの工場原価 

イ 支給品費は「直接工事費＋事業損失防止施設費」に含まれるものに限るものとする。 

また、別途製作工事等で製作し、架設及び据付工事等を分離して発注する場合は、当該製作費は 

対象額に含めない。 

 

第３節 関節工事費の積算 

３－１ 間接工事費 

（１） 間接工事費とは、工事の目的物の出来高には直接関係はないが、各部門の実施に対して共通に

使用されるものについて要する費用で、共通仮設費と現場管理費に分けて積算する。共通仮設

費は、運搬費、準備費、現場環境改善費、役務費、技術管理費、営繕費、事業損失防止施設費、

安全費等に要する費用である。 

 

（２） ２種以上の工種内容からなる工事についての共通仮設費及び現場管理費の算定は、その主たる

工種区分を適用できることとする。 

 

（３） 主たる工種とは、当該対象額の大きい方の工種をいう。ただし、対象額で判断しがたい場合は

直接工事費で判断する。 

 

（４） 変更設計時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種を適用する。 

 

３－２ 共通仮設費 

３－２－１ 共通仮設費 

共通仮設費の算定は、表３－２－１－３の工種区分にしたがって所定の率計算による額と積上げ計算に

よる額とを加算しておこなうものとする。 

 

共通仮設費＝対象額（Ｐ）×共通仮設費率（Ｋｒ）＋積上げ額 

 

（１） 率計算による部分 

下記に定める対象額ごとに求めた率に、当該対象額を乗じて得た額の範囲内とする。 

対象額（Ｐ）＝直接工事費＋支給品費＋事業損失防止施設費＋準備費に含まれる処分費 

ア 下記に掲げる費用は対象額に含めない。 

(ア) 原則として管材費のうち１／２の金額 

(イ) 簡易組立式橋梁、PC桁購入費 

(ウ) 上記（イ）を支給する場合の支給品費 

(エ) 鋼桁、門扉等の工場製作に係る費用のうちの工場原価 

イ 支給品費は「直接工事費＋事業損失防止施設費」に含まれるものに限るものとする。 

また、別途製作工事等で製作し、架設及び据付工事等を分離して発注する場合は、当該製作費は対

象額に含めない。 

 

間接工事費

共通仮設費

現場管理費

運搬費

準備費

安全費

事業損失防止施設費

役務費

技術管理費

営繕費
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語句追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の削除 

 

ウ 鋼橋桁等の輸送に係る間接費（対象額に対する率計算の場合）の積算は、表３－２－１－１の発注形態別

対象表によるものとする。 

表３－２－１－１ 発注形態別対象表 

工 種 

形 態 
共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 

製作＋輸送＋架設等 ○ ○ ○ 

製作＋輸送 × ○ ○ 

輸送＋架設等 ○ ○ ○ 

輸   送 × ○ ○ 

架 設 等 ○ ○ ○ 

○対象とする ×対象としない 

注１．購入桁については、製作を購入と読み替える。 

２）積上げ計算による部分 

現場条件等を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。 

３）条件明示 

安全対策上、重要な仮設物等については設計図書に条件明示し、極力指定仮設とするものとする。 

４）適用除外 

この算定基準によることが困難又は不適当であると認められるものについては、適用除外とすることが

できる。 

 

５）間接工事費等の項目別対象 

 

表３－２－１－２ 間接工事費等の項目別対象表 

間 接 工 事 費 等 共 通 仮 設 費 現 場 管 理 費 一般管理費等 

対象額 
対 象 額 

直接工事費＋共通 

仮設費＝純工事費 

純工事費＋現場 

管理費＝工事原価 項目 

管 材 費 ○（原則 1/2 の金額） ○（原則 1/2 の金額） ○ 

桁 等 購 入 費 × ○ ○ 

処 分 費 等 
処分費等 

（投棄料・上下水道料金・有料道路利用料の取扱いは、注６参照） 

支
給
品
等 

管 材 費 ○（原則 1/2 の金額） ○（原則 1/2 の金額） × 

桁 等 購 入 費 × ○ × 

一 般 材 料 費 ○ ○ × 

別途制作の制作費 × × × 

電 力 ○ ○ × 

鋼橋門扉等工場原価 × × ○ 

現 場 発 生 品 × × × 

                                       ○対象とする ×対象としない 

 

ウ 鋼橋桁等の輸送に係る間接費（対象額に対する率計算の場合）の積算は、表３－２－１－１の発注形態別対象

表によるものとする。 

表３－２－１－１ 発注形態別対象表 

工 種 

形 態 
共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 

製作＋輸送＋架設等 ○ ○ ○ 

製作＋輸送 × ○ ○ 

輸送＋架設等 ○ ○ ○ 

輸   送 × ○ ○ 

架 設 等 ○ ○ ○ 

○対象とする ×対象としない 

注１．購入桁については、製作を購入と読み替える。 

（２）積上げ計算による部分 

現場条件等を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。 

（３）条件明示 

安全対策上、重要な仮設物等については設計図書に条件明示し、極力指定仮設とするものとする。 

（４）適用除外 

この算定基準によることが困難又は不適当であると認められるものについては、適用除外とすること

ができる。 

 

表３－２－１－２ 間接工事費等の項目別対象表 

間 接 工 事 費 等 共 通 仮 設 費 現 場 管 理 費 一般管理費等 

対象額 
対 象 額 

直接工事費＋共通 

仮設費＝純工事費 

純工事費＋現場 

管理費＝工事原価 項目 

管 材 費 ○（原則 1/2 の金額） ○（原則 1/2 の金額） ○ 

桁 等 購 入 費 × ○ ○ 

処 分 費 等 
処分費等 

（投棄料・上下水道料金・有料道路利用料の取扱いは、注６参照） 

支
給
品
等 

管 材 費 ○（原則 1/2 の金額） ○（原則 1/2 の金額） × 

桁 等 購 入 費 × ○ × 

一 般 材 料 費 ○ ○ × 

別途制作の制作費 × × × 

電 力 ○ ○ × 

鋼橋門扉等工場原価 × × ○ 

現 場 発 生 品 × × × 

※一般材料費には仮設配管材を含む                 ○対象とする ×対象としない 
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語句訂正 

 

注１．共通仮設費対象額とは、直接工事費（仮設工を含む）＋支給品費＋事業損失防止施設費+準備費に

含まれる処分費である。 

   注２．管材費とは、導水、浄水、配水において水を直接輸送する管類とその接合材料、仕切弁、消火栓、

空気弁等の弁類、その他流量計等の管路付属設備の費用を言い、仮設配管も含める。なお筺類、さ

や管類、外面被覆材等の費用は含まない。＊管材は管等の内面が水に接する材料である。（表３－

２－１－４） 

   注３．桁等購入費とは、PC桁、簡易組立式橋梁、グレーチング床板、門扉、ポンプの購入費をいう。 

   注４．現場発生品とは、同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を行なわず再使用する場合

をいう。 

   注５． 別途製作したものを一度現場に設置した後に発生品となり再度支給する場合の扱いは、別途製作の

製作費と同じ扱いとする。 

   注６．処分費等の取扱い 

      処分費等とは下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計

上し、間接工事費等の積算は次表のとおりとする。 

ア 処分費(再資源化施設の受入費を含む) 

イ 上下水道料金 

ウ 有料道路利用料 

区   分 

処分費等が、「共通仮設費対象額（Ｐ）」の

３％以下でかつ処分費等が３千万円以下の

場合 

処分費等が、「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％を超える場合また

は処分費等が３千万円を超える場合 

共 通 

仮 設 費 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の

対象とし、３％を超える金額は、率計算の対象としない。ただし、

対象とする金額は３千万円を上限とする。 

現 場 

管 理 費 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の

対象とし、３％を超える金額は、率計算の対象としない。ただし、

対象とする金額は３千万円を上限とする。 

一 般 

管理費等 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の

対象とし、３％を超える金額は、率計算の対象としない。ただし、

対象とする金額は３千万円を上限とする。 

注1.上表の処分費等は、準備費に含まれる処分費を含む。 

なお、準備費に含まれる処分費は伐開、除根等に伴うものである。 

注2.上表により難い場合は別途考慮するものとする。 

 

表３―２－１―３ 工種区分 

工種区分 工種内容 

開削工事及び小口径推進工事 
水道施設整備に関する工事にあって、次に掲げる工事 

施工方法が開削工法又は小口径の推進工法による管渠工事 

シールド工事及び推進工事 

水道施設整備に関する工事にあって、次に掲げる工事 

施工方法がシールド工法又は作業員が坑内で作業する推進工法による管渠

工事 

構造物工事（浄水場等） 
水道施設整備に関する工事にあって、次に掲げる工事 

浄水場等を構築する構造物工事（さく井工事を含む） 
 

 

注１．共通仮設費対象額とは、直接工事費（仮設工を含む）＋支給品費＋事業損失防止施設費 +準備費

に含まれる処分費である。 

   注２．管材費とは、導水、浄水、配水において水を直接輸送する管類とその接合材料、仕切弁、消火栓、

空気弁等の弁類、その他流量計等の管路付属設備の費用を言う。なお筺類、さや管類、外面被覆

材等の費用は含まない。＊管材は管等の内面が水に接する材料である。（表３－２－１－４） 

   注３．桁等購入費とは、PC桁、簡易組立式橋梁等購入費をいう。 

   注４．現場発生品とは、同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を行なわず再使用する場

合をいう。 

   注５． 別途製作したものを一度現場に設置した後に発生品となり再度支給する場合の扱いは、別途製作

の製作費と同じ扱いとする。 

   注６．処分費等の取扱い 

      処分費等とは下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に

計上し、間接工事費等の積算は次表のとおりとする。 

ア 処分費(再資源化施設の受入費を含む) 

イ 上下水道料金 

ウ 有料道路利用料 

区   分 

処分費等が、「共通仮設費対象額（Ｐ）」の

３％以下でかつ処分費等が３千万円以下の

場合 

処分費等が、「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％を超える場合また

は処分費等が３千万円を超える場合 

共 通 

仮 設 費 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の

対象とし、３％を超える金額は、率計算の対象としない。ただし、

対象とする金額は３千万円を上限とする。 

現 場 

管 理 費 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の

対象とし、３％を超える金額は、率計算の対象としない。ただし、

対象とする金額は３千万円を上限とする。 

一 般 

管理費等 
処分費等は全額を率計算の対象とする。 

処分費等は「共通仮設費対象額（Ｐ）」の３％の金額を率計算の

対象とし、３％を超える金額は、率計算の対象としない。ただし、

対象とする金額は３千万円を上限とする。 

（注）1.上表の処分費等は、準備費に含まれる処分費を含む。 

    なお、準備費に含まれる処分費は抜開、除根等に伴うものである。 

   2.上表により難い場合は別途考慮するものとする。 

 

表３―２－１―３ 工種区分 

工種区分 工種内容 

開削工事及び小口径推進工事 
水道施設整備に関する工事にあって、次に掲げる工事 

施工方法が開削工法又は小口径の推進工法による管渠工事 

シールド工事及び推進工事 

水道施設整備に関する工事にあって、次に掲げる工事 

施工方法がシールド工法又は作業員が坑内で作業する推進工法による管渠

工事 

構造物工事（浄水場等） 
水道施設整備に関する工事にあって、次に掲げる工事 

浄水場等を構築する構造物工事（さく井工事を含む） 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

注釈の削除 

表 3-2-1-2 

注 2 に記載があ

るため 

 

 

 

 

 

実務必携の改訂

に伴い改正 

 

 

表３－２－１－４ 管材費 

種  別                品                              目 

送・配水管、 
弁栓類 

送配水管材料（継手類、ＢＮＰ含む）、不断水用割Ｔ字管、 
サドル付分水栓、弁栓類など 

 

 

 

 

３－２－２ 共通仮設費の率分 

（１） 共通仮設費の率分の積算 

      （略） 

（２） 共通仮設費率の補正 

ア 施工地域を考慮した共通仮設費率の補正 

（ア）表３－２－２－１の適用条件に該当する場合、表３―２―２－２の共通仮設費率標準値に表３

－２－２－１の補正係数を乗じるものとする。 

 

表３－２－２－１ 施工地域を考慮した共通仮設費率の補正係数 

適用条件 
補正係数 適用優先 

施工地域区分 対象 

大都市 

札幌市、仙台市、さいたま市、川口市、草加市、

千葉市、市川市、船橋市、習志野市、浦安市、東

京特別区、八王子市、横浜市、川崎市、相模原市、

新潟市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺

市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、広島市、

北九州市、福岡市の市街地部が施工箇所に含まれ

る場合 

※工種「構造物工事（浄水場等）」は適用しない。 

1.5 1 

一般交通影響あり① 

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量（上下

合計）が5,000台/日以上の車道において、車線変

更を促す規制を行う場合。ただし、常時全面通行

止めの場合は対象外とする。 

1.3 2 

一般交通影響あり② 

一般交通影響あり①以外の車道において、車線変

更を促す規制を行う場合（常時全面通行止めの場

合を含む）。 

1.2 3 

市街地 市街地部が施工箇所に含まれる場合 1.2 4 

山間僻地及び離島 
人事院規則における特地勤務手当を支給するため

に指定した地区、及びこれに準ずる地区の場合。 
1.3 5 

補正なし 上記以外 1.0 6 

 

注1. 市街地とは、人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。 

なお、DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km2以上でその全体が5,000人

以上となっている地域をいう。 

注2. 適用条件の複数に該当する場合は、適用優先順に従い決定するものとする。 

 

 

表３－２－１－４ 管材費 

種  別                品                              目 

送・配水管、 
弁栓類 

送配水管材料（継手類、ＢＮＰ含む）、不断水用割Ｔ字管、 
サドル付分水栓、弁栓類など 

注 管材費とは、導水、浄水、送水、配水において水を直接輸送する管類とその接合材料、仕切弁、

消火栓、空気弁等の弁類、その他流量計等の管路付属設備の費用をいう。なお、筺及び鉄蓋類、

さや管類、外面被覆材等の費用は含まない。 

※管材は管等の内面が水に接する材料である。 

 

３－２－２ 共通仮設費の率分 

（１） 共通仮設費の率分の積算 

      （略） 

（２） 共通仮設費率の補正 

ア 施工地域、工事場所を考慮した共通仮設費率に表３－２－２－１の補正係数を乗じて行うもの

とする。（表３―２―２－２共通仮設費率、表３－２－２－１補正係数） 

 

表３－２－２－１ 間接工事費等の項目別対象表 

施工地域・工事場所区分 補正係数 

全地域 
一般交通影響あり① 1.3 

一般交通影響あり② 1.2 

市街地 一般交通影響なし 1.2 

山間僻地及び離島 1.3 

        注１．施工地域の区分は以下のとおりとする。 

市 街 地       ：施工地域が人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。 

DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が

4,000人/㎞2以上でその全体が5,000人以上となっている地域をい

う。 

山間僻地及び離島：施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定

した地区、及びこれに準ずる地区をいう。 

地 方 部    ：施工地区が上記以外の地区をいう。 

注２．施工場所の区分は以下のとおりとする。 

一般交通影響あり①：2車線以上(片側1車線以上)かつ交通量が5,000台/日以上の車道にお

いて規制を行う場合。ただし、常時全面通行止めの場合は対象外と

する。 

一般交通影響あり②：一般交通影響あり①以外の車道において、規制を行う場合。(常時

全面通行止めの場合を含む) 

注３．施工地域・工事場所区分が2つ以上となる場合の取扱い 

工事場所において施工地域・工事場所区分が2つ以上となる場合には、補正係数の大

きい方を適用する。 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

実務必携の改定

に伴い改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務必携の改定

に伴い追加 

 

 

イ 共通仮設費（率分）の計算 

共通仮設費（率分）＝対象額（Ｐ）×共通仮設費率標準値（Ｋｒ）×施工地域を考慮した補正係数 

ただし、共通仮設費率標準値は表３―２―２－２による。 

なお、補正係数を乗じる場合は、共通仮設率標準値(Ｋｒ)の端数処理後に係数を乗じて、小数第3

位を四捨五入し、第2位とする。 

 

   表３－２－２－２ 共通仮設費率標準値 

対象額（Ｐ) 

 

適用区分 

工種区分 

1,000 万円以下 1,000 万円を超え 20 億円以下 
20 億円を 

超えるもの 

下記の率とする 

A×Pｂにより算定された率と

する。ただし、変数値は下記

による。 
下記の率とする 

A ｂ 

開削工事及び小口径推進工事 13.32% 485.4 -0.2231 4.08% 

シールド工事及び推進工事 12.85% 422.4 -0.2167 4.08% 

構造物工事（浄水場等） 7.64% 13.5 -0.0353 6.34% 

算定式 

Ｋr＝Ａ・Ｐｂ 

ただし Ｋｒ：共通仮設費率（％） 

Ｐ：対象額（円） 

Ａ・ｂ：変数値 

注1.Ｋｒの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 

注2.対象額の算定にあたっては、「３-２-１ 共通仮設費 （２）算定方法 １）率計算による部

分」の表３-２-１-１発注形態別対象表及び「３-２-１ 共通仮設費  （２）算定方法 ５）

間接工事費等の項目別対象」の表３-２-１-２ 間接工事費等の項目別対象表を参照のこと。 

ウ その他 

（ア）災害の発生等により、本基準において想定している状況と実態が乖離している場合などにつ

いては、上記のアの他、必要に応じて実態等を踏まえた補正係数を設定することができるもの

とする。 

（イ）設計変更時における共通仮設費率の補正については、工事区間の延長等により当初計上した

補正係数に増減が生じた場合、あるいは当初計上していなかったが、上記条件の変更により補

正出来ることとなった場合は設計変更の対象として処理するものとする。 

 

イ 共通仮設費（率分）の計算 

共通仮設費（率分）＝対象額（Ｐ）× 

（共通仮設費率（Ｋｒ）×施工地域・工事場所区分による補正係数） 

ただし、共通仮設費率は表３―２―２－２による。 

 

 表３－２－２－２ 共通仮設費率標準値 

対象額（Ｐ) 

 

適用区分 

工種区分 

1,000万円以下 1,000 万円を超え 20 億円以下 
20 億円を 

超えるもの 

下記の率とす

る 

A×Pｂにより算定された率とす

る。ただし、変数値は下記によ

る。 
下記の率とする 

A ｂ 

開削工事及び小口径推進工事 13.32% 485.4 -0.2231 4.08% 

シールド工事及び推進工事 12.85% 422.4 -0.2167 4.08% 

構造物工事（浄水場等） 7.64% 13.5 -0.0353 6.34% 

（１）算定式 

Ｋｒ＝Ａ・Ｐｂ 

ただし Ｋｒ：共通仮設費率（％） 

Ｐ：対象額（円） 

Ａ・ｂ：変数値 

注）Ｋｒの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 

 

（略） 
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実務必携の改定

により追加 

 

 

３－２－８ 技術管理費 

（１）技術管理費の積算 

技術管理費として積算する内容は次のとおりとする。 

ア 品質管理のための試験等に要する費用 

イ 出来形管理のための測量等に要する費用 

ウ 工程管理のための資料の作成等に要する費用 

エ ア～ウに掲げるもののほか、技術管理上必要な資料の作成に要する費用 

 

（２）積算方法 

技術管理費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、前記（1）のア、イ、ウのうち下記

項目とする。 

 

ア 品質管理基準に記載されている試験項目（必須・その他）に要する費用 

イ 出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用 

ウ 工程管理のための資料の作成等に要する費用 

エ 完成図、マイクロフィルムの作成及び電子納品等（道路工事完成図等作成要領に基づく電子納品を

除く）に要する費用 

オ 建設材料の品質記録保存に要する費用 

カ コンクリート中の塩化物総量規制に伴う試験に要する費用 

キ コンクリートの単位水量測定、ひび割れ調査、テストハンマーによる強度推定調査に要する費用 

ク 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定に要する費用 

ケ 微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定に要する費用 

コ ＰＣ上部工、アンカー工等の緊張管理、グラウト配合試験等に要する費用 

サ トンネル工(ＮＡＴＭ)の計測Ａに要する費用 

シ 塗装膜厚施工管理に要する費用 

ス 溶接工の品質管理のための試験等に要する費用(現場溶接部の検査費用を含む) 

セ 施工管理で使用するＯＡ機器の費用（情報共有システムに係る費用（登録料及び利用料）を含む） 

ソ 品質証明に係る費用（品質証明費） 

タ 建設発生土情報交換システム及び建設副産物情報交換システムの操作に要する費用 

  

上記以外で積上げする項目は、次の各項に要する費用とする。 

ア 特殊な品質管理に要する費用 

・管接合部の水圧試験、超音波試験、Ｘ線検査等 

・通水試験 

・土質等試験：品質管理基準に記載されている項目以外の試験 

・地質調査：平板載荷試験、ボーリング、サウンディング、その他原位置試験 

イ 現場条件等により積上げを要する費用 

・軟弱地盤等における計器の設置・撤去及び測定・とりまとめに要する費用 

 

 

３－２－８ 技術管理費 

（１）技術管理費の積算 

技術管理費として積算する内容は次のとおりとする。 

ア 品質管理のための試験等に要する費用 

イ 出来形管理のための測量等に要する費用 

ウ 工程管理のための資料の作成等に要する費用 

エ ア～ウに掲げるもののほか、技術管理上必要な資料の作成に要する費用 

 

（２）積算方法 

技術管理費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、前記（1）のア、イ、ウのうち下

記項目とする。 

 

ア 品質管理基準に記載されている試験項目（必須・その他）に要する費用 

イ 出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用 

ウ 工程管理のための資料の作成等に要する費用 

エ 完成図、マイクロフィルムの作成及び電子納品等（道路工事完成図等作成要領に基づく電子納品を

除く）に要する費用 

オ 建設材料の品質記録保存に要する費用 

カ コンクリート中の塩化物総量規制に伴う試験に要する費用 

キ コンクリートの単位水量測定、ひび割れ調査、テストハンマーによる強度推定調査に要する費用 

ク PC上部工、アンカー工等の緊張管理、グラウト配合試験等に要する費用 

ケ 塗装膜厚施工管理に要する費用 

コ 溶接試験における放射線透過試験に要する費用 

サ 施工管理で使用するOA機器の費用(情報共有システムに係る費用(登録料及び利用料)を含む） 

シ 品質証明に係る費用（品質証明費） 

 

 

 

 

 

上記以外で積上げする項目は、次の各項に要する費用とする。 

ア 特殊な品質管理に要する費用 

・管接合部の水圧試験、超音波試験、Ｘ線検査等 

・通水試験 

・土質等試験：品質管理基準に記載されている項目以外の試験 

・地質調査：平板載荷試験、ボーリング、サウンディング、その他原位置試験 

イ 現場条件等により積上げを要する費用 

・軟弱地盤等における計器の設置・撤去及び測定・とりまとめに要する費用 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

実務必携の改定

により追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・試験盛土等の工事に要する費用、トンネル(ＮＡＴＭ)の計測Ｂに要する費用 

・水道工事において目視による出来形の確認が困難な場合に用いる特別な機器に要する費用 

・施工前に既設構造物の配筋状況の確認を目的とした特別な機器（鉄筋探査等）を用いた調査に要する

費用 

ウ 施工合理化調査、施工形態動向調査及び諸経費動向調査に要する費用 

・調査に要する費用とし、その費用については、間接工事費、一般管理費等の対象とする。 

エ その他、前記ア、イ、ウに含まれない項目で、特に技術的判断に必要な資料の作成に要する費用 

・保守点検 

・システム初期費 

・３次元起工測量･３次元設計データの作成費用 

 

３－２－８－１ 水圧試験（ダクタイル鋳鉄管） DD121209071   
                      １口当たり 

名   称 員 数 単 位 摘      要 

配 管 工  人 表３－２－８－１ 

普 通 作 業 員  人  〃 

試 験 機 損 料  式  〃 

諸 雑 費  式 労務費の５％ 

計    

注1. 継手部水圧試験に適用する。 

注2. 諸雑費には、試験機取付け器具損料、傷つけ防止材を含む。 
 

 
表３－２－８－１  水圧試験（ダクタイル鋳鉄管） 
                                １口当たり 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 試験機損料率 

９００ ０．１３ ０．５４ １．３１×１０－３ 

１，０００ ０．１４ ０．５９ １．４１× 〃 

１，１００ ０．１４ ０．６３ １．５１× 〃 

１，２００ ０．１５ ０．６８ １．６０× 〃 

１，３５０ ０．１６ ０．７７ １．６６× 〃 

１，５００ ０．１８ ０．８１ １．７３× 〃 

１，６００ ０．１９ ０．８６ １．８０× 〃 

１，６５０ ０．２０ ０．９０ １．８９× 〃 

１，８００ ０．２１ ０．９９ １．９５× 〃 

２，０００ ０．２３ １．０８ ２．０８× 〃 
 

 

・試験盛土等の工事に要する費用 

・水道工事において目視による出来形の確認が困難な場合に用いる特別な機器に要する費用 

・施工前に既設構造物の配筋状況の確認を目的とした特別な機器（鉄筋探査等）を用いた調査に要

する費用 

 

ウ 施工合理化調査、施工形態動向調査及び諸経費動向調査に要する費用 

エ その他、前記ア、イ、ウに含まれない項目で、特に技術的判断に必要な資料の作成に要する費用 

 
３－２－８－１ 水圧試験（ダクタイル鋳鉄管） DD121209071   

                      １口当たり 
名   称 員 数 単 位 摘      要 

配 管 工  人 表３－２－８－１ 

普 通 作 業 員  人  〃 

試 験 機 損 料  式  〃 

諸 雑 費  式 労務費の５％ 

計    

注1.  継手部水圧試験に適用する。 
 
表３－２－８－１  水圧試験（ダクタイル鋳鉄管） 
                                １口当たり 

呼び径（㎜） 配管工（人） 普通作業員（人） 試験機損料率 

９００ ０．１３ ０．５４ １．３１×１０－３ 

１，０００ ０．１４ ０．５９ １．４１× 〃 

１，１００ ０．１４ ０．６３ １．５１× 〃 

１，２００ ０．１５ ０．６８ １．６０× 〃 

１，３５０ ０．１６ ０．７７ １．６６× 〃 

１，５００ ０．１８ ０．８１ １．７３× 〃 

１，６００ ０．１９ ０．８６ １．８０× 〃 

１，６５０ ０．２０ ０．９０ １．８９× 〃 

１，８００ ０．２１ ０．９９ １．９５× 〃 

２，０００ ０．２３ １．０８ ２．０８× 〃 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務必携の改定

に伴い改正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務必携の改定

に伴い改正 
 

 

３－３ 現場管理費 

（１）現場管理費の項目及び内容 

  （略） 

（２）現場管理費の算定 

ア 現場管理費は表３－３－３の工種区分に従って純工事費ごとに求めた現場管理費率を、当該純工事

費に乗じて得た額の範囲内とする。 

 

  現場管理費＝純工事費×現場管理費率（Jo） 

  

なお、現場管理費の算定上、対象とする純工事費については、「３-２-１ 共通仮設費 （２）算

定方法 １）率計算による部分」の表３-２-１-１発注形態別対象表及び「３-２-１ 共通仮設費  

（２）算定方法 ５）間接工事費等の項目別対象」の表３-２-１-２ 間接工事費等の項目別対象表

を参照のこと。 

イ ２種以上の工種からなる工事については、その主たる工種の現場管理費率を適用するものとし、また、

工事条件によっては、工事名にとらわれることなく工種を選定するものとする。 

ウ 設計変更で数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。 

（３）現場管理費率の補正 

現場管理費の補正については、「ア 施工時期、工事期間等を考慮した現場管理費率の補正」及び「イ 

施工地域を考慮した現場管理費率の補正」により補正を行うものとする。 

ア 施工時期、工事期間等を考慮した現場管理費率の補正 

施工時期、工事期間等を考慮して、表３－３－３の工種別現場管理費率標準値を2％の範囲内で適

切に加算することができる。ただし重複する場合は、最高2％とする。 

（ア）積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合 

 （略） 

イ 施工地域を考慮した現場管理費率の補正 

（ア）表３－３－２の適用条件に該当する場合、表３―３―３の現場管理費率標準値に表３－３－２

の補正係数を乗じるものとする。 

表３－３－２  

適用条件 
補正係数 適用優先 

施工地域区分 対象 

大都市 

札幌市、仙台市、さいたま市、川口市、草加市、千

葉市、市川市、船橋市、習志野市、浦安市、東京特

別区、八王子市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟

市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神

戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、広島市、北九州市、

福岡市の市街地部が施工箇所に含まれる場合 

※工種「構造物工事（浄水場等）」は適用しない。 

1.2 1 

一般交通影響あり① 

２車線以上（片側１車線以上）かつ交通量（上下合

計）が5,000台/日以上の車道において、車線変更を

促す規制を行う場合。ただし、常時全面通行止めの

場合は対象外とする。 

1.1 2 

一般交通影響あり② 

一般交通影響あり①以外の車道において、車線変更

を促す規制を行う場合（常時全面通行止めの場合を

含む）。 

1.1 3 

市街地 市街地部が施工箇所に含まれる場合 1.1 4 

山間僻地及び離島 
人事院規則における特地勤務手当を支給するため

に指定した地区、及びこれに準ずる地区の場合。 
1.0 5 

補正なし 上記以外 1.0 6 
 

 

３－３ 現場管理費 

（１）現場管理費の項目及び内容 

  （略） 

（２）現場管理費の算定 

ア 現場管理費は表３－３－３の工種区分に従って純工事費ごとに求めた現場管理費率を、当該純工

事費に乗じて得た額の範囲内とする。 

 

 現場管理費＝純工事費×現場管理費率（Jo） 

 

イ ２種以上の工種からなる工事については、その主たる工種の現場管理費率を適用するものとし、

また、工事条件によっては、工事名にとらわれることなく工種を選定するものとする。 

ウ 設計変更で数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。 

 

 

 

（３）現場管理費率の補正 

ア 施工時期、工事期間等による補正率 

施工時期、工事期間等を考慮して、表３－３－３の工種別現場管理費率標準値を2％の範囲内で適切

に加算することができる。ただし重複する場合は、最高2％とする。 

（ア）積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合 

 （略） 

イ 施工地域、工事場所による補正率 

（ア）施工地域、工事場所を考慮した現場管理費率の補正は表３－３－３の現場管理費率標準値に表３－３

－２の補正係数を乗じるものとする。 

表３－３－２  

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 補正係数 

全地域 

一般交通影響あり① 1.1 

一般交通影響あり② 1.1 

市街地 一般交通影響なし 1.1 

山 間 僻 地 及 び 離 島 1.0 

注１．施工地域の区分は以下のとおりとする。 

市街地：施工地域が人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。DID地区とは、総務

省統計局国勢調査による地域別人口密度内が4,000人/㎞2以上で、その全体が5,000人以

上となっている地域をいう。 

山間僻地及び離島：施工地域が人事院規則における特地勤務手当てを支給するために指定した地

区、及びこれに準ずる地区をいう。 

地方部：施工地域が上記以外の地区をいう。 

注２．施工場所の区分は以下のとおりとする。 

一般交通影響あり①：2車線以上(片側1車線以上)かつ交通量が5,000台/日以上の車道において規

制を行う場合。ただし、常時全面通行止めの場合は対象外とする。 

一般交通影響あり②：一般交通影響あり①以外の車道において規制を行う場合。(常時全面通行止

めの場合を含む) 

注３．施工地域・工事場所区分が2つ以上となる場合の取扱い 

工事場所において、施工地域・工事場所区分が2つ以上となる場合には、補正係数の大きい方を適

用する。 



 

水 道 工 事 積 算 基 準 及 び 標 準 歩 掛 表 新 旧 対 照 表  
 

12 

 

 

備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

実務必携の改定

に伴い改正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務必携の改定

に伴い改正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務必携の改定

に伴い改正 

 

 

(注1) 市街地とは、人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。 

なお、DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km2以上でその全体が

5,000人以上となっている地域をいう。 

(注2) 適用条件の複数に該当する場合は、適用優先によるが、共通仮設費で決定した施工地域 

区分と同じものを適用すること。 

 

ウ その他 

 （ア）災害の発生等により、本基準において想定している状況と実態が乖離している場合などについて

は、上記ア、イの他必要に応じて実態等を踏まえた補正値及び補正係数を設定することができる

ものとする。 

（イ）設計変更時における現場管理費率の補正については、工事区間の延長、工期の延長短縮等により

当初計上した補正値及び補正係数に増減が生じた場合、あるいは当初計上していなかったが、上

記条件の変更により補正できることとなった場合は設計変更の対象として処理するものとする。 

（４）管材費の取扱い 

管材費の原則１／２の金額は、積算の対象とする純工事費には含めない。 

（５）～（７）（略） 

（８）現場管理費の計算 

 施工時期、工事期間、施工地域を考慮した計算 

現場管理費＝対象純工事費×{（現場管理費率標準値（Ｊo）×補正係数）＋補正値 } 

対象純工事費：純工事費＋支給品費 

 

ただし、現場管理費率標準値は、第３－３－３による。 

補正値は、（３）ア 施行時期、工事期間等を考慮した現場管理費率の補正による。 

補正係数は、（３）イ 施行地域を考慮した現場管理費率の補正による。 

なお、補正係数を乗じる場合は、現場管理費標準値（Ｊo）の端数処理後に係数を乗じて、小数第

3位を四捨五入し、第2位とする。 

 

 表３－３－３ 現場管理費率標準値 

     （略） 

 

（９）算定式 

Ｊｏ＝Ａ・Ｎｐ
ｂ    ただし、 Ｊo：現場管理費率（％） 

Ｎp：対象純工事費（円）  

Ａ、ｂ：変数値 

 

（注1）Ｊoの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 

（注2）対象とする純工事費については、「３-２-１ 共通仮設費 （２）算定方法 １）率計算による

部分」の表３-２-１-１発注形態別対象表及び「３-２-１ 共通仮設費  （２）算定方法 ５）間

接工事費等の項目別対象」の表３-２-１-２ 間接工事費等の項目別対象表を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ その他 

設計変更時における現場管理費率の補正については、工事区間の延長、工期の延長短縮等により当

初計上した補正値に増減が生じた場合、あるいは当初計上していなかったが、上記条件の変更により

補正できることとなった場合は設計変更の対象として処理するものとする。 

 

 

（４）「管材費」の取扱い 

管材費の原則１／２の金額は、積算の対象とする純工事費には含めない。 

（５）～（７）（略） 

 

（８）現場管理費の計算 

現場管理費＝対象純工事費× 

{（現場管理費率標準値×施工地域・工事場所区分による補正係数）＋補正値 } 

対象純工事費：純工事費＋支給品費 

 

ただし、現場管理費率標準値は、第３－３－３による。 

補正値は、（３）現場管理費の算定による。 

 

 

表３－３－３ 現場管理費率標準値 

      （略） 

 

（９）算定式 

Ｊｏ＝Ａ・Ｎｐ
ｂ    ただし、 Ｊo：現場管理費率（％） 

Ｎp：純工事費（円）  

Ａ、ｂ：変数値 

 

（注）Ｊoの値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務必携の改定

に伴い改正 

 

 

 

３－５ 一般管理費等 

 （１） ～ （３） 

    （略） 

 

（４）一般管理費等の補正 

ア ～ エ  

（略） 

 

表３－５－１ 一般管理費等率 

（1）前払金支出割合が35％を超え40％以下の場合 

工事原価 500万円以下 500万円を超え30億円以下 30億円を超えるもの 

一般管理費等率 22.72％ 一般管理費等率算定式により算出された率 7.47％ 

（2）算定式 

[一般管理費等率算定式] 

Ｇｐ＝-5.48972×Log(Cp)+59.4977（％） 

ただし、Ｇｐ：一般管理費等率（％） 

Ｃｐ：工事原価（単位円） 

注1.Ｇｐの値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

注2.対象とする工事原価については、「３-２-１ 共通仮設費 （２）算定方法 １）率計算による部分」の表

３-２-１-１発注形態別対象表及び「３-２-１ 共通仮設費  （２）算定方法 ５）間接工事費等の項目別

対象」の表３-２-１-２ 間接工事費等の項目別対象表を参照のこと。 

 

表３－５－２ 一般管理費等率の補正 

前払金支出

割合区分 
0％から5％以下 5％を超え15％以下 15％を超え25％以下 25％を超え35％以下 

補正係数 1.05 1.04 1.03 1.01 

注 表3-5-1で求めた一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第３位を四捨五入して２

位止めとする。 

 

３－５ 一般管理費等 

 （１） ～ （３） 

    （略） 

 

（４）一般管理費等の補正 

ア ～ エ  

（略） 

 

表３－５－１ 一般管理費等率 

（1）前払金支出割合が35％を超え40％以下の場合 

工 事 原 価 500万円以下 500万円を超え30億円以下 30億円を超えるもの 

一般管理費等率 20.29％ 一般管理費等率算定式により算出された率 7.41％ 

（2）算定式 

[一般管理費等率算定式] 

Ｇｐ＝-4.63586×Log（Ｃｐ）＋51.34242（％） 

ただし、Ｇｐ：一般管理費等率（％） 

Ｃｐ：工事原価（単位円） 

（注）Ｇｐの値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 
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語句の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務必携の改定

に伴い改正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－８ 現場環境改善費 

 

（１）対象となる内容 

工事に伴い実施する現場環境改善(仮設備関係、営繕関係、安全関係)及び地域連携に関するものを

対象とする。 

（２）適用の範囲 

 周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善

を行うために実施するもので、原則、全ての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等（配水管布

設工事等を含む）で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが

できる。 

（３）積算方法 

１） 現場環境改善費の積算について 

       現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善

を行う場合は率計上とし、特別な現場環境改善を行う場合は積上げ計上とする。 

ア 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。 

             Ｋ＝ｉ・Ｐｉ＋α 

ただしＫ：現場環境改善費（単位：円、1000円未満切り捨て） 

               ｉ：現場環境改善費率（単位：％、少数第３位四捨五入２位止め）  

Ｐi：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共

通仮設費対象分） 

   なお、対象額が５億円を超える場合は５億円とする。 

    α：積上げ計上分（単位：円、1000円未満切り捨て） 

対象額：Ｐi 

現場環境改善費率：ｉ（％） 

大都市 

市街地 
左記以外 

直接工事費(処分費等を除く共通仮設費対象分） 

＋ 

支給品費(共通仮設費対象分) 

５億円以下

の場合 
i=56.6・Pi

-0.174 i=39.9・Pi
-0.201 

５億円を 

超える場合 
1.73 0.71 

(注)市街地とは、施工地域が人口集中地区(DID 地区)及びこれに準ずる地区をいう。 

なお、DID 地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000 人/km2 以上でその全体が

5,000 人以上となっている地域をいう。 

 

イ 率に計上されるものは表３－８－１の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善費のうち仮

設備関係、営繕関係、安全関係、及び地域連携）毎に１内容ずつ（ただし、いずれか１費目のみ２内

容）の合計５つの内容を基本とした費用である。また、選択にあたっては地域の状況・工事内容によ

り組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。 

ウ 積上げ計上分（α）に計上するものは、費用が巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適

当でないと判断されるものとする。 

 

 

３－８ 現場環境改善費 

 

（１）対象となる内容 

工事に伴い実施する現場環境改善(仮設備関係、営繕関係、安全関係)及び地域連携に関するもの

を対象とする。 

（２）適用の範囲 

周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の 

改善を行うために実施するもので、原則、全ての屋外工事を対象とする。ただし、維持工事等（配

水管布設工事等）で実施が困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすること

ができる。 

（３）積算方法 

１） 現場環境改善費の積算について 

現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改

善を行う場合は率計上とし、特別な現場環境改善を行う場合は積上げ計上とする。 

ア 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。 

  Ｋ＝ｉ・Ｐｉ＋α 

  ただしＫ：現場環境改善費に要する費用（単位：円、1000 円未満切り捨て） 

         ｉ：現場環境改善費率（単位：％、少数第３位四捨五入２位止め）  

Ｐi：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮

設費対象分） 

   なお、対象額が５億円を超える場合は５億円とする。 

    α：積上げ計上分（単位：円、1000 円未満切り捨て） 

対象額：Ｐi 

現場環境改善費率：ｉ（％） 

地方部 市街地 

直接工事費(処分費等を除く共通仮設費対象分） 

＋ 

支給品費(共通仮設費対象分) 

５億円以下

の場合 
i=39.9・Pi

-0.201 i=56.6・Pi
-0.174 

５億円を超

える場合 
0.71 1.73 

  

イ 率に計上されるものは表３－８－１の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善費のう

ち仮設備関係、営繕関係、安全関係、及び地域連携）毎に１内容ずつ（ただし、いずれか１費

目のみ２内容）の合計５つの内容を基本とした費用である。また、選択にあたっては地域の状

況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更しても良い。 

ウ 積上げ計上分（α）に計上するものは、費用が巨額となるため現場環境改善費率分で行うこと

が適当でないと判断されるものとする。 
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実務必携の改定
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３－９ 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算 

  

工事の一時中止に伴う増加費用等の積算は次の通りとする。 
 土木工事標準積算基準書（工事の一時中止に伴う増加費用等の積算）に準ずる。 

（１）算定方法 

  （略） 

 １）一時中止に伴い増加する現場経費率 

    dg＝Ａ{(Ｊ／(a×Ｊｂ＋Ｎ))B －（J／(a×Jb)）B} ＋ (N×R×100)／J 

  ただし、 

dg: 一時中止に伴い増加する現場経費率（単位：％、小数第4位四捨五入3位止め） 

Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（単位：円、1,000円未満切り捨て） 

Ｎ：一時中止日数（日） 

  ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数 

Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役） 

Ａ、Ｂ、a、ｂ：各工種毎に決まる係数（別表－７） 

 

別表－７ 

工種区分 

係数Ａ 

係数Ｂ 係数 a 係数ｂ 

地 方 部

(一般交

通 等 の

影 響 な

し） 

地 方 部

(一般交

通 等 の

影 響 あ

り）山間

僻地 

離島 

市 外 地

(DID 地

区･準ず

る地区） 

水

道

工

事 

開削工事及び小口径推進工事 135.2 142.9 147.8 -0.1089 0.2598 0.3771 

シールド工事及び推進工事 437.5 462.4 478.1 -0.2054 0.0812 0.4356 

構造物工事(浄水場等) 106.4 112.6 116.3 -0.1078 0.5988 0.3258 

(注)係数A の区分は以下のとおりとする。 

市街地(DID 地区・準ずる地区) 

: 施工地域が人口集中地区(DID 地区)及びこれに準ずる地区をいう。 

人口集中地区(DID 地区)とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000 人/km2 以上でその

全体が5,000 人以上となっている地域をいう。 

 

山間僻地及び離島 

: 施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区、及びこれに準ずる地区をい

う。 

 

地方部 

: 施工地区が上記以外の地区をいう。 

なお、一般交通等の影響ありとは以下の場合をいう。 

①施工場所において、一般交通の影響を受ける場合 

②施工場所において、地下埋設物件の影響を受ける場合 

③施工場所において、50m 以内に人家等が連なっている場合 

 

 

３－９ 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算 

  

工事の一時中止に伴う増加費用等の積算は次の通りとする。 
 土木工事標準積算基準書（工事の一時中止に伴う増加費用等の積算）に準ずる。 

（１）算定方法 

 （略） 

 １）一時中止に伴い増加する現場経費率 

    dg＝Ａ{(Ｊ／(a×Ｊｂ＋Ｎ))B －（J／(a×Jb)）B} ＋ (N×R×100)／J 

  ただし、 

dg: 一時中止に伴い増加する現場経費率（単位：％、小数第4位四捨五入3位止め） 

Ｊ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（単位：円、1,000円未満切り捨て） 

Ｎ：一時中止日数（日） 

  ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数 

Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役） 

Ａ、Ｂ、a、ｂ：各工種毎に決まる係数（別表－７） 

 

別表－７ 

工種区分 

係数Ａ 

係数Ｂ 係数 a 係数ｂ 

地 方 部

(一般交

通 等 の

影 響 な

し） 

地 方 部

(一般交

通 等 の

影 響 あ

り）山間

僻地 

離島 

市 外 地

(DID 地

区･準ず

る地区） 

水

道

工

事 

開削工事及び小口径推進工事 135.2 142.9 147.8 -0.1089 0.2598 0.3771 

シールド工事及び推進工事 437.5 462.4 478.1 -0.2054 0.0812 0.4356 

構造物工事(浄水場等) 106.4 112.6 116.3 -0.1078 0.5988 0.3258 
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第Ⅱ章 

第１節 管路工（開削） 

１－１ 共通項 

(略) 

１－２ 配水管布設工 

 １－２－１ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 

  １－２－１－１ 鋳鉄管据付工（人力）DD121202021  取外工 DD121202022 

           ～   （略） 

    １－２－１－４ モルタル（材料のみ）   DD121202201 
 

表２－３－２ モルタル（材料のみ） 

1ｍ３当たり 

混 合 比 セメント（ｔ）  コンクリート用骨材（ｍ３） 

１ ： １ １．１０ ０．７５ 

１ ： ２ ０．７２ ０．９５ 

１ ： ３ ０．５３ １．０５ 

 

１－２－１－５  伸縮可とう管設置工（鋳鉄製） 
１箇所当たり 

名   称 員数 単位 摘    要 

配 管 工  人 表２－４ 

普 通 作 業 員  人 〃 

ク レ ー ン 運 転  Ｈ（日） 〃   、表２－３７ 

諸 雑 費  式 労務費の１％ 

計    

注1. 接合形式、Ｆ（フランジ）×Ｓ（挿し口）、Ｆ×Ｕ（受口）、Ｕ×Ｓの労務員数の算出方法は 
次の計算式によること。 
Ｆ×Ｓ＝｛（Ｆ×Ｆ）＋（Ｓ×Ｓ）｝÷２ 
Ｆ×Ｕ＝｛（Ｆ×Ｆ）＋（Ｕ×Ｕ）｝÷２ 
Ｕ×Ｓ＝｛（Ｕ×Ｕ）＋（Ｓ×Ｓ）｝÷２ 

注2. トラッククレーン運転は賃料とする。 
注3. 諸雑費には、付属品取外し工具損料を含む。 

 

 

 

 

 

第Ⅱ章 

第１節 管路工（開削） 

１－１ 共通項 

(略) 

１－２ 配水管布設工 

 １－２－１ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 

  １－２－１－１ 鋳鉄管据付工（人力）DD121202021  取外工 DD121202022 

           ～   （略） 

    １－２－１－４ モルタル（材料のみ）   DD121202201 
 

表２－３－２ モルタル（材料のみ） 

1ｍ３当たり 

混 合 比 セメント（ｔ）  コンクリート用骨材（ｍ３） 

１ ： １ １．１０ ０．７５ 

１ ： ２ ０．７２ ０．９５ 

１ ： ３ ０．５３ １．０５ 

 

１－２－１－５  伸縮可とう管設置工（鋳鉄製） 
１箇所当たり 

名   称 員数 単位 摘    要 

配 管 工  人 表２－４ 

普 通 作 業 員  人 〃 

ク レ ー ン 運 転  Ｈ（日） 〃   、表２－３７ 

諸 雑 費  式 労務費の１％ 

計    

注1.接合形式、Ｆ（フランジ）×Ｓ（挿し口）、Ｆ×Ｕ（受口）、Ｕ×Ｓの労務員数の算出方法は 
次の計算式によること。 
Ｆ×Ｓ＝｛（Ｆ×Ｆ）＋（Ｓ×Ｓ）｝÷２ 
Ｆ×Ｕ＝｛（Ｆ×Ｆ）＋（Ｕ×Ｕ）｝÷２ 
Ｕ×Ｓ＝｛（Ｕ×Ｕ）＋（Ｓ×Ｓ）｝÷２ 

注2. トラッククレーン運転は賃料とする。 
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注釈の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の削除 

表 2-15 に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－２ 鋼管、ステンレス鋼管 

～ 

１－２－４ 継手類（接合・溶接） 

１－２－４－１ 防食ゴム取付工  DD121201031  取外工 DD121201032 

(略) 

１－２－４－２ タイトン形鋳鉄管接合工 DD121202111  取外工 DD121202112 

                                                       １０口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘         要 

配 管 工     人 表２－１４ 

普 通 作 業 員     人    〃 

諸 雑 費 １．０    式 上記合計額の1.0％ 

       計    

1.0口当たり   計／10 

注1.本表は、タイトン形鋳鉄管の接合に適用する。 
注2.撤去工は、本歩掛の60％とする。 

 
表２－１４ タイトン形鋳鉄管接合工 
                                           １０口当たり 

呼び径（㎜） 配 管 工（人） 普通作業員（人） 

      75 ０．５０（０．６５） ０．５０（０．６５） 

     100 ０．５０（０．６５） ０．５０（０．６５） 

     150 ０．５０（０．６５） ０．５０（０．６５） 

     200 ０．６０（０．７８） ０．６０（０．７８） 

注1. 特殊押輪、抜出防止金具を使用する場合は、（ ）内の数値とする。 

注2. 諸雑費には、滑剤、接合器具損料を含む 

 

１－２－４－３ ＮＳ形鋳鉄管接合工  DD121202131  取外工 DD121202132 
                                                      １０口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘          要 

配 管 工     人 表２－１５ 

普 通 作 業 員     人    〃 

諸 雑 費 １．０    式    〃 

       計    

1.0口当たり   計／10 

注1. 本表は、ＮＳ形鋳鉄管の接合に適用する。 
注2. 撤去工については、以下のとおり本歩掛を補正する。 

 

管 種 口 径 ライナ取外し 補正係数 

直管 

75～400 ― 2.50 

500～1,000 
なし 0.70 

あり 0.77 

異形管 
75～400 ― 2.50 

500～1,000 ― 0.70 

 

 

 

１－２－２ 鋼管、ステンレス鋼管 

～ 

１－２－４ 継手類（接合・溶接） 

１－２－４－１ 防食ゴム取付工  DD121201031  取外工 DD121201032 

(略) 

１－２－４－２ タイトン形鋳鉄管接合工 DD121202111  取外工 DD121202112 

                                                       １０口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘         要 

配 管 工     人 表２－１４ 

普 通 作 業 員     人    〃 

諸 雑 費 １．０    式 上記合計額の1.0％ 

       計    

1.0口当たり   計／10 

注1. 本表は、タイトン形鋳鉄管の接合に適用する。 
注2. 撤去工は、本歩掛の60％とする。 

 
表２－１４ タイトン形鋳鉄管接合工 
                                           １０口当たり 

呼び径（㎜） 配 管 工（人） 普通作業員（人） 

      75 ０．５０（０．６５） ０．５０（０．６５） 

     100 ０．５０（０．６５） ０．５０（０．６５） 

     150 ０．５０（０．６５） ０．５０（０．６５） 

     200 ０．６０（０．７８） ０．６０（０．７８） 

 

 

１－２－４－３ ＮＳ形鋳鉄管接合工  DD121202131  取外工 DD121202132 
                                                      １０口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘          要 

配 管 工     人 表２－１５ 

普 通 作 業 員     人    〃 

諸 雑 費 １．０    式    〃 

       計    

1.0口当たり   計／10 

注1.本表は、ＮＳ形鋳鉄管の接合に適用する。・ 
注2.呼び径300～400mmの諸雑費は、雑材料、油圧シリンダ・ポンプ等の接合器具損料を含む。 
注3.撤去工については、以下のとおり本歩掛を補正する。 

 

管 種 口 径 ライナ取外し 補正係数 

直管 

75～400 ― 2.50 

500～1,000 
なし 0.70 

あり 0.77 

異形管 
75～400 ― 2.50 

500～1,000 ― 0.70 

 

 



 

水 道 工 事 積 算 基 準 及 び 標 準 歩 掛 表 新 旧 対 照 表  
 

18 

 

 

備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１５ ＮＳ形鋳鉄管接合工 

１０口当たり 

呼び径（㎜） 
配管工（人） 普通作業員（人） 

諸雑費 
直管 異形管 直管 異形管 

75 ０．５０ ０．６５（０．６５） ０．５０ ０．６５（０．６５） 

労務費の１％ 
100 ０．５０ ０．６５（０．６５） ０．５０ ０．６５（０．６５） 

150 ０．５０ ０．６５（０．７８） ０．５０ ０．６５（０．７８） 

200 ０．６０ ０．７８（０．９１） ０．６０ ０．７８（０．９１） 

300 １．００ １．１７ １．００ １．１７ 
労務費の４％ 

400 １．１０ １．３０ １．１０ １．３０ 

500 １．３０ １．５６ １．３０ １．５６ 

 

労務費の１％ 

 

600 １．５０ １．８０ １．５０ １．８０ 

700 １．８０ ２．１６ １．８０ ２．１６ 

800 ２．３０ ２．７６ ２．３０ ２．７６ 

900 ２．６０ ３．１２ ２．６０ ３．１２ 

1000 ３．１０ ３．７２ ３．１０ ３．７２ 

注1. 本表は、ＮＳ形鋳鉄管の接合に適用する。 
注2. 呼び径75mmから200mmの継輪の接合は（ ）内の数値とする。 
注3. 呼び径75～1000mmの諸雑費は、滑剤、接合器具損料を含む。 

  なお、呼び径300㎜～400㎜については、油圧シリンダ・ポンプ等も可 
注4. 呼び径500mmから1000mmのライナを含む継手の接合は、異形管の数値とする。 
注5. 本表は、ライナを含む継手の接合にも適用する。 
 

１－２－４－４ ＧＸ形鋳鉄管接合工  DD121202141  取外工 DD121202142 

１０口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘          要 

配 管 工     人 表２－１６ 

普 通 作 業 員     人    〃 

諸 雑 費 １．０    式    〃 

       計    

1.0口当たり   計／10 

注1. 本表は、ＧＸ形鋳鉄管の接合に適用する。 
 

 

 

 

 

 

表２－１５ ＮＳ形鋳鉄管接合工 

１０口当たり 

呼び径（㎜） 
配管工（人） 普通作業員（人） 

諸雑費 
直管 異形管 直管 異形管 

75 ０．５０ ０．６５（０．６５） ０．５０ ０．６５（０．６５） 

労務費の１％ 
100 ０．５０ ０．６５（０．６５） ０．５０ ０．６５（０．６５） 

150 ０．５０ ０．６５（０．７８） ０．５０ ０．６５（０．７８） 

200 ０．６０ ０．７８（０．９１） ０．６０ ０．７８（０．９１） 

300 １．００ １．１７ １．００ １．１７ 
労務費の４％ 

400 １．１０ １．３０ １．１０ １．３０ 

500 １．３０ １．５６ １．３０ １．５６ 

 

労務費の１％ 

 

600 １．５０ １．８０ １．５０ １．８０ 

700 １．８０ ２．１６ １．８０ ２．１６ 

800 ２．３０ ２．７６ ２．３０ ２．７６ 

900 ２．６０ ３．１２ ２．６０ ３．１２ 

1000 ３．１０ ３．７２ ３．１０ ３．７２ 

注1. 本表は、ＮＳ形鋳鉄管の接合に適用する。 
注2. 呼び径75mmから200mmの継輪の接合は（ ）内の数値とする。 
注3. 呼び径300mmから400mmの諸雑費には、油圧シリンダ・ポンプ等の接合器具損料を含む。 
注4. 呼び径500mmから1000mmのライナを含む継手の接合は、異形管の数値とする。 
注5. 本表は、ライナを含む継手の接合にも適用する。 

 

１－２－４－４ ＧＸ形鋳鉄管接合工  DD121202141  取外工 DD121202142 

１０口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘          要 

配 管 工     人 表２－１６ 

普 通 作 業 員     人    〃 

諸 雑 費 １．０    式    〃 

       計    

1.0口当たり   計／10 

注1. 本表は、ＧＸ形鋳鉄管の接合に適用する。 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－１６ ＧＸ形鋳鉄管接合工 

                                                       １０口当たり 

呼び径
（㎜） 

配管工（人） 普通作業員（人） 
諸雑費 

直管 異形管 直管 異形管 

75 ０．５０（０．６５） ０．５０（０．８０） ０．５０（０．６５） ０．５０（０．８０） 

労務費の

１％ 

100 ０．５０（０．６５） ０．５０（０．８０） ０．５０（０．６５） ０．５０（０．８０） 

150 ０．５０（０．６５） ０．６０（０．９６） ０．５０（０．６５） ０．６０（０．９６） 

200 ０．６０（０．７８） ０．７０（１．１２） ０．６０（０．７８） ０．７０（１．１２） 

300 ０．９０（１．１７） ０．９０（１．４４） ０．９０（１．１７） ０．９０（１．４４） 

400 １．００ １．２０ １．００ １．２０ 

注1.呼び径75mm～300mmのP-Linkの切管部への接合は直管の歩掛の30％増しとする。 

P-Linkの切管部への接合は、接合は直管の（）内数値とする。 

注2.呼び径75mm～300mmのP-Linkを用いた直管の接合（1口）は「直管の接合」（1口）と「P-Linkの切管部への

接合」(1口)を計上する。 

注3.呼び径75mm～300mmのG-Linkを用いた異形管の接合は、異形管歩掛の60％増しとする。G-Linkの接合は異形

管の（）内数値とする。 

注4.撤去工については、以下のとおり本歩掛を補正する。 

注5.本表はライナを含む継手の接合にも適用する。 

注6.諸雑費には、滑剤、接合器具損料を含む。 

 

管 種 口 径 補正係数 

ＧＸ形 直管 

75～400 

2.30 

ＧＸ形 異形管 2.50 

Ｐ－Ｌｉｎｋ 1.80 

Ｇ－Ｌｉｎｋ  1.60 

注1. GX形直管においてはライナ取外しの有無係らず適用する。  

 

１－２－４－５ メカニカル形鋳鉄管接合工  DD121202121  取外工 DD121202122 

                                                      １０口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘          要 

配 管 工     人 表2—１７ 

普 通 作 業 員     人    〃 

諸 雑 費 １．０    式 上記合計額の1.0％ 

       計    

1.0口当たり   計／10 

注1.本表は、メカニカル形鋳鉄管の接合に適用する。 
注2.撤去工について、Ａ形、Ｋ形等は本歩掛の60％とし、Ｓ形、ＳⅡ形は本歩掛の100％とする。 

 

 

 

 

 

表２－１６ ＧＸ形鋳鉄管接合工 

                                               １０口当たり 

呼び径
（㎜） 

配管工（人） 普通作業員（人） 
諸雑費 

直管 異形管 直管 異形管 

75 ０．５０（０．６５） ０．５０（０．８０） ０．５０（０．６５） ０．５０（０．８０） 

労務費の

１％ 

100 ０．５０（０．６５） ０．５０（０．８０） ０．５０（０．６５） ０．５０（０．８０） 

150 ０．５０（０．６５） ０．６０（０．９６） ０．５０（０．６５） ０．６０（０．９６） 

200 ０．６０（０．７８） ０．７０（１．１２） ０．６０（０．７８） ０．７０（１．１２） 

300 ０．９０（１．１７） ０．９０（１．４４） ０．９０（１．１７） ０．９０（１．４４） 

400 １．００ １．２０ １．００ １．２０ 

注1.呼び径75mm～300mmのP-Linkの切管部への接合は直管の歩掛の30％増しとする。 

P-Linkの接合は直管の（）内数値とする。 

注2.呼び径75mm～300mmのP-Linkを用いた直管の接合（1口）は「直管の接合」（1口）と「P-Linkの切管部へ

の接合」(1口)を計上する。 

注3.呼び径75mm～300mmのG-Linkを用いた異形管の接合は、異形管歩掛の60％増しとする。G-Linkの接合は

異形管の（）内数値とする。 

注4.撤去工については、以下のとおり本歩掛を補正する。 

注5.本表はライナを含む継手の接合にも適用する。 

 

管 種 口 径 補正係数 

ＧＸ形 直管 

75～400 

2.30 

ＧＸ形 異形管 2.50 

Ｐ－Ｌｉｎｋ 1.80 

Ｇ－Ｌｉｎｋ  1.60 

注1. GX形直管においてはライナ取外しの有無係らず適用する。  

 

 

１－２－４－５ メカニカル形鋳鉄管接合工  DD121202121  取外工 DD121202122 

                                                     １０口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘          要 

配 管 工     人 表2—１７ 

普 通 作 業 員     人    〃 

諸 雑 費 １．０    式 上記合計額の1.0％ 

       計    

1.0口当たり   計／10 

注1.本表は、メカニカル形鋳鉄管の接合に適用する。 
注2.撤去工について、Ａ形、Ｋ形等は本歩掛の60％とし、Ｓ形、ＳⅡ形は本歩掛の100％とする。 

 

   



 

水 道 工 事 積 算 基 準 及 び 標 準 歩 掛 表 新 旧 対 照 表  
 

20 

 

 

備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の追加 

 

 

 

表２－１７ メカニカル形鋳鉄管接合工 
                                       １０口当たり 

呼び径 

（㎜） 

Ａ形、Ｋ形 Ｕ形、UF形、US形、Ｓ形、KF形、ＳⅡ形 

配 管 工（人） 普通作業員（人） 配 管 工（人） 普通作業員（人） 

      75 ０．５０（０．５８） ０．５０（０．５８） ０．６５ ０．６５ 

     100 ０．５０（０．５８） ０．５０（０．５８） ０．６５ ０．６５ 

     150 ０．６０（０．６９） ０．６０（０．６９） ０．７８ ０．７８ 

     200 ０．７０（０．８１） ０．７０（０．８１） ０．９１ ０．９１ 

     300 ０．９０（１．０４） ０．９０（１．０４） １．１７ １．１７ 

     400 １．００（１．１５） １．００（１．１５） １．３０ １．３０ 

     500 １．２０（１．３８） １．２０（１．３８） １．５６ １．５６ 

     600 １．４０（１．６１） １．４０（１．６１） １．８２ １．８２ 

     700 １．６０（１．８４） １．６０（１．８４） ２．０８ ２．０８ 

     800 ２．１０（２．４２） ２．１０（２．４２） ２．７３ ２．７３ 

     900 ２．４０（２．７６） ２．４０（２．７６） ３．１２ ３．１２ 

   1,000 ２．８０（３．２２） ２．８０（３．２２） ３．６４ ３．６４ 

   1,100 ３．３０（３．８０） ３．３０（３．８０） ４．２９ ４．２９ 

   1,200 ３．９０（４．４９） ３．９０（４．４９） ５．０７ ５．０７ 

   1,350 ４．８０（５．５２） ４．８０（５．５２） ６．２４ ６．２４ 

   1,500 ５．９０（６．７９） ５．９０（６．７９） ７．６７ ７．６７ 

   1,650 ８．３０（９．５５） ８．３０（９．５５） １０．７９ １０．７９ 

   1,800 ９．５０（１０．９３） ９．５０（１０．９３） １２．３５ １２．３５ 

   2,000 １１．００（１２．６５） １１．００（１２．６５） １４．３０ １４．３０ 

   2,600 １７．８０（２０．４７） １７．８０（２０．４７） ２３．１４ ２３．１４ 

注1. 特殊押輪を使用する場合は、（ ）内の数値とする。 
なお、高圧型特殊押輪及びＳＨ型を使用する場合は、30％を上限として割増することができる。（数
値はＵ形～ＳⅡ形に同じ） 

注2. 諸雑費には、滑剤、接合器具損料を含む。 
 

 

１－２－４－６ S50形鋳鉄管接合工 DD121202161 取外工 DD121202162 

                           １０口当たり 

呼び径 
（㎜） 

直 管 

配管工 普通作業員 諸雑費 

50 ０．５（０．８） ０．５（０．８） 労務費の1％ 

注1.異形管、切管施工時の抜止め押輪の接合は直管歩掛の60％増とする。( )内数値。 

注2.取外工については、以下のとおり本歩掛を補正する。 

注3.諸雑費には、滑剤、接合器具損料を含む。 

管 種 補正係数 

Ｓ５０形 直管 0.30 

Ｓ５０形 異形管 0.40 

 

 

 

表２－１７ メカニカル形鋳鉄管接合工 
                                       １０口当たり 

呼び径 

（㎜） 

Ａ形、Ｋ形 Ｕ形、UF形、US形、Ｓ形、KF形、ＳⅡ形 

配 管 工（人） 普通作業員（人） 配 管 工（人） 普通作業員（人） 

      75 ０．５０（０．５８） ０．５０（０．５８） ０．６５ ０．６５ 

     100 ０．５０（０．５８） ０．５０（０．５８） ０．６５ ０．６５ 

     150 ０．６０（０．６９） ０．６０（０．６９） ０．７８ ０．７８ 

     200 ０．７０（０．８１） ０．７０（０．８１） ０．９１ ０．９１ 

     300 ０．９０（１．０４） ０．９０（１．０４） １．１７ １．１７ 

     400 １．００（１．１５） １．００（１．１５） １．３０ １．３０ 

     500 １．２０（１．３８） １．２０（１．３８） １．５６ １．５６ 

     600 １．４０（１．６１） １．４０（１．６１） １．８２ １．８２ 

     700 １．６０（１．８４） １．６０（１．８４） ２．０８ ２．０８ 

     800 ２．１０（２．４２） ２．１０（２．４２） ２．７３ ２．７３ 

     900 ２．４０（２．７６） ２．４０（２．７６） ３．１２ ３．１２ 

   1,000 ２．８０（３．２２） ２．８０（３．２２） ３．６４ ３．６４ 

   1,100 ３．３０（３．８０） ３．３０（３．８０） ４．２９ ４．２９ 

   1,200 ３．９０（４．４９） ３．９０（４．４９） ５．０７ ５．０７ 

   1,350 ４．８０（５．５２） ４．８０（５．５２） ６．２４ ６．２４ 

   1,500 ５．９０（６．７９） ５．９０（６．７９） ７．６７ ７．６７ 

   1,650 ８．３０（９．５５） ８．３０（９．５５） １０．７９ １０．７９ 

   1,800 ９．５０（１０．９３） ９．５０（１０．９３） １２．３５ １２．３５ 

   2,000 １１．００（１２．６５） １１．００（１２．６５） １４．３０ １４．３０ 

   2,600 １７．８０（２０．４７） １７．８０（２０．４７） ２３．１４ ２３．１４ 

注1. 特殊押輪を使用する場合は、（ ）内の数値とする。 
なお、高圧型特殊押輪及びＳＨ型を使用する場合は、30％を上限として割増することができる。（数
値はＵ形～ＳⅡ形に同じ） 

 

１－２－４－６ S50形鋳鉄管接合工 DD121202161 取外工 DD121202162 

                           １０口当たり 

呼び径 
（㎜） 

直 管 

配管工 普通作業員 諸雑費 

50 ０．５（０．８） ０．５（０．８） 労務費の1％ 

注1. 異形管、切管施工時の抜止め押輪の接合は直管歩掛の60％増とする。( )内数値。 

注2. 撤去工については、以下のとおり本歩掛を補正する。 

              
管 種 補正係数 

Ｓ５０形 直管 0.30 

Ｓ５０形 異形管 0.40 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－４－７ フランジ接合工 DD121202181  取外工 DD121202182 

                                                              １口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘        要 

配管工     人 表２－１8 

普通作業員     人   〃 

諸雑費   1.0    式 上記合計額の1.0％ 

       計    

注1.本表は、パッキン取付を含む。 

注2.撤去工は、本歩掛の60％とする。 

注3.諸雑費には、接合器具損料を含む。 

 

表２－１８ フランジ接合工 

                                        １口当たり 

呼び径 
（mm） 

JWWA 7.5K JWWA 10K 

配管工（人） 普通作業員（人） 配管工（人） 普通作業員（人） 

      75 0.06 0.06 0.11 0.11 

     100 0.06 0.06 0.11 0.11 

     150 0.07 0.07 0.12 0.12 

     200 0.08 0.08 0.13 0.13 

     300 0.11 0.11 0.17 0.17 

     400 0.12 0.12 0.18 0.18 

     500 0.14 0.14 0.22 0.22 

     600 0.17 0.17 0.25 0.25 

     700 0.19 0.19 0.28 0.28 

     800 0.24 0.24 0.33 0.33 

     900 0.29 0.29 0.39 0.39 

   1,000 0.34 0.34 0.44 0.44 

   1,100 0.38 0.38 0.48 0.48 

   1,200 0.46 0.46 0.56 0.56 

   1,350 0.56 0.56 0.70 0.70 

   1,500 0.68 0.68 0.83 0.83 

   1,650 0.99 0.99 0.99 0.99 

   1,800 1.11 1.11 1.11 1.11 

   2,000 1.31 1.31 1.31 1.31 

 

 

 

 

 

 

１－２－４－７ フランジ接合工  DD121202181  取外工 DD121202182 

                                                         １口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘        要 

配 管 工     人 表２－１8 

普 通 作 業 員     人   〃 

諸 雑 費   1.0    式 上記合計額の1.0％ 

       計    

注1.本表は、パッキン取付を含む。 

注2.撤去工は、本歩掛の60％とする。 

           

 

表２－１８ フランジ接合工 

                                        １口当たり 

呼び径 
（mm） 

JWWA 7.5K JWWA 10K 

配管工（人） 普通作業員（人） 配管工（人） 普通作業員（人） 

      75 0.06 0.06 0.11 0.11 

     100 0.06 0.06 0.11 0.11 

     150 0.07 0.07 0.12 0.12 

     200 0.08 0.08 0.13 0.13 

     300 0.11 0.11 0.17 0.17 

     400 0.12 0.12 0.18 0.18 

     500 0.14 0.14 0.22 0.22 

     600 0.17 0.17 0.25 0.25 

     700 0.19 0.19 0.28 0.28 

     800 0.24 0.24 0.33 0.33 

     900 0.29 0.29 0.39 0.39 

   1,000 0.34 0.34 0.44 0.44 

   1,100 0.38 0.38 0.48 0.48 

   1,200 0.46 0.46 0.56 0.56 

   1,350 0.56 0.56 0.70 0.70 

   1,500 0.68 0.68 0.83 0.83 

   1,650 0.99 0.99 0.99 0.99 

   1,800 1.11 1.11 1.11 1.11 

   2,000 1.31 1.31 1.31 1.31 
 



 

水 道 工 事 積 算 基 準 及 び 標 準 歩 掛 表 新 旧 対 照 表  
 

22 

 

 

備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－５ 管切断 

１－２－５－１ 鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機）  DD121202011 

 

１－２－５－２ ＮＳ・ＳⅡ形鋳鉄管切断・溝切り加工（同時） DD121202151 
                                                         １口当たり 

名   称  員 数  単 位          摘        要 

特 殊 作 業 員     人 表２－２７ 

普 通 作 業 員     人    〃 

機 械 損 料     日 〃 、表２－２６－２ 

諸 雑 費   1.0    式 労務費の5.0％ 

       計    

注1. 本表は、鋳鉄管切断と溝切りを同時に実施する場合に適用する。 
注2.  諸雑費には、燃料、カッター刃の損耗費及び塗装の補修費を含む。 
注3.  ＮＳ形については面取り加工を含む。 

 

（表略） 

 

１－２－５－３ ＧＸ形鋳鉄管切断・溝切り加工（同時） DD121202231 
                                                      １口当たり 

名   称  員 数  単 位          摘        要 

特 殊 作 業 員     人 表２－２８ 

普 通 作 業 員     人    〃 

機 械 損 料     日 〃 、表２－２６－２ 

諸 雑 費   1.0    式 労務費の5.0％ 

       計    

注1. 本表は、鋳鉄管の切断と溝切りを同時に実施する場合に適用する。 
注2. 諸雑費には、燃料、カッター刃の損耗費及び塗装の補修費を含む。 
注3. 面取り加工を含む。 

 

（表略） 

 

 

 

 

１－２－５ 管切断 

１－２－５－１ 鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機）  DD121202011 

 

１－２－５－２ ＮＳ・ＳⅡ形鋳鉄管切断・溝切り加工（同時） DD121202151 
                                                        １口当たり 

名   称  員 数  単 位          摘        要 

特 殊 作 業 員     人 表２－２７ 

普 通 作 業 員     人    〃 

機 械 損 料     日 〃 、表２－２６－２ 

諸 雑 費   1.0    式 労務費の5.0％ 

       計    

注1. 本表は、鋳鉄管の切断と溝切りを同時に実施する場合に適用する。 
注2.  諸雑費には、燃料、カッターの刃の損耗費及び塗装の補修費を含む。 
注3.  ＮＳ形については面取り加工を含む。 

 

（表略） 

 

１－２－５－３ ＧＸ形鋳鉄管切断・溝切り加工（同時） DD121202231 
                                                      １口当たり 

名   称  員 数  単 位          摘        要 

特 殊 作 業 員     人 表２－２８ 

普 通 作 業 員     人    〃 

機 械 損 料     日 〃 、表２－２６－２ 

諸 雑 費   1.0    式 労務費の5.0％ 

       計    

注1. 本表は、鋳鉄管の切断と溝切りを同時に実施する場合に適用する。 
注2. 諸雑費には、燃料、カッターの刃の損耗費及び塗装の補修費を含む。 
注3. 面取り加工を含む。 

 

（表略） 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語句の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－５－４ 鋳鉄管切断･溝切り加工（２工程・切削切断）DD121202171 

                                                        １口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘        要 

特 殊 作 業 員     人 表２－２９ 

普 通 作 業 員     人    〃 

機 械 損 料     日 〃 、表２－２６－２ 

諸 雑 費   1.0    式 労務費の5.0％ 

       計    

注1. 本表は、鋳鉄管の切断、溝切りを２工程で実施する場合の溝切歩掛である。 
注2. 諸雑費には、燃料、カッター刃の損耗費及び塗装の補修費を含む。 
注3. 溝切り加工のみ行う場合は、１－２－５－１を適用する。 
注4. ＮＳ形は呼び径500～1000とする。 

 
表２－２９ 鋳鉄管切断・溝切り加工 

                                       １口当たり 

呼び径 

（㎜） 

NS形・UF形・KF形・S形 

特殊作業員（人） 普通作業員（人） 機械損料（日） 

３００  ０．７０ ０．７４ ０．４０ 

４００  ０．７６ １．１５ ０．４５ 

５００  ０．８１ １．５６ ０．５２ 

６００  ０．８７  １．９７ ０．６６ 

７００  ０．９３ ２．４６ ０．７２ 

８００  ０．９８ ２．９５ ０．７９ 

９００  １．０４ ３．４４ ０．８５ 

１，０００  １．１０ ３．９３ ０．９１ 

１，１００  １．１５ ４．４２ ０．９８ 

１，２００  １．２１ ４．９１ １．０４ 

１、３５０  １．３０ ５．６５ １．１３ 

 

 

１－２－５－５ ＮＳ形鋳鉄管切断･溝切り加工（２工程・専用工具） DD121202221 

                                                      １口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘        要 

特 殊 作 業 員     人 表２－３０ 

普 通 作 業 員     人    〃 

機 械 損 料     日 〃 、表２－２６－２ 

溝切り・切断刃損料  回 表２－３０ 

諸 雑 費   1.0    式 労務費の1.0％ 

       計    

 注1．本表は、ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞねじ式専用工具を使用して溝切りと管切断を行う場合に適用する。 
 注2．諸雑費には、燃料、工具損耗費及び塗装の補修費を含む。 
 注3．溝切り加工のみを行う場合は、本歩掛の70%とする。 

 

 

１－２－５－４ 鋳鉄管切断･溝切り加工（２工程・切削切断）DD121202171 

                                                        １口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘        要 

特 殊 作 業 員     人 表２－２９ 

普 通 作 業 員     人    〃 

機 械 損 料     日 〃 、表２－２６－２ 

諸 雑 費   1.0    式 労務費の5.0％ 

       計    

注1. 本表は、鋳鉄管の切断、溝切りを２工程で実施する場合の溝切歩掛である。 
注2. 諸雑費には、燃料、カッターの刃の損耗費及び塗装の補修費を含む。 
注3. 溝切り加工のみ行う場合は、１－２－５－１を適用する。 
注4. ＮＳ形は呼び径500～1000とする。 

 

表２－２９ 鋳鉄管切断・溝切り加工 
                                       １口当たり 

呼び径 

（㎜） 

NS形・UF形・KF形・S形 

特殊作業員（人） 普通作業員（人） 機械損料（日） 

３００  ０．７０ ０．７４ ０．４０ 

４００  ０．７６ １．１５ ０．４５ 

５００  ０．８１ １．５６ ０．５２ 

６００  ０．８７  １．９７ ０．６６ 

７００  ０．９３ ２．４６ ０．７２ 

８００  ０．９８ ２．９５ ０．７９ 

９００  １．０４ ３．４４ ０．８５ 

１，０００  １．１０ ３．９３ ０．９１ 

１，１００  １．１５ ４．４２ ０．９８ 

１，２００  １．２１ ４．９１ １．０４ 

１、３５０  １．３０ ５．６５ １．１３ 

 

１－２－５－５ ＮＳ形鋳鉄管切断･溝切り加工（２工程・ＮＳ専用工具） DD121202221 

                                                      １口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘        要 

特 殊 作 業 員     人 表２－３０ 

普 通 作 業 員     人    〃 

機 械 損 料     日 〃 、表２－２６－２ 

溝切り・切断刃損料  回 表２－３０ 

諸 雑 費   1.0    式 労務費の1.0％ 

       計    

 注1．本表は、ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞねじ式専用工具を使用して溝切りと管切断を行う場合に適用する。 
 注2．諸雑費には、燃料、工具損耗費及び塗装の補修費を含む。 

注3．溝切り加工のみを行う場合は、本歩掛の70%とする。 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語句の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
表２－３０ 鋳鉄管切断・溝切り加工      

                                                  １口当たり 

呼び径 

（㎜） 

NS 形 

特殊作業員（人） 普通作業員（人） 機械損料（日） 溝切り･切断刃損料 

７５  ０．１６ ０．３３ ０．１９ ０．０１４ 

１００  ０．１７ ０．３４ ０．１９ ０．０１７ 

１５０  ０．１８ ０．３６ ０．２１ ０．０２５ 

２００  ０．２０  ０．３８ ０．２２ ０．０３２ 

３００  ０．２５ ０．４６ ０．２６ ０．０４８ 

４００  ０．２８ ０．５２ ０．３１ ０．０８９ 

 

１－２－５－６ ＧＸ形鋳鉄管切断･溝切り加工（２工程・専用工具） DD121202241 

                                                      １口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘        要 

特 殊 作 業 員     人 表２－３１ 

普 通 作 業 員     人    〃 

機 械 損 料     日 〃 、表２－２６－２ 

溝切り・切断刃損料  回 表２－３１ 

諸 雑 費   1.0    式 労務費の1.0％ 

       計    

注1．本表は、ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞねじ式専用工具を使用して溝切りと管切断を行う場合に適用する。 
注2．諸雑費には、燃料、工具損耗費及び塗装の補修費を含む。 
注3．溝切り加工のみを行う場合は、本歩掛の70%とする。 

                                        
 

（表略） 

 

 

 

 

 
表２－３０ 鋳鉄管切断・溝切り加工      

                                                  １口当たり 

呼び径 

（㎜） 

NS 形 

特殊作業員（人） 普通作業員（人） 機械損料（日） 溝切り･切断刃損料 

７５  ０．１６ ０．３３ ０．１９ ０．０１４ 

１００  ０．１７ ０．３４ ０．１９ ０．０１７ 

１５０  ０．１８ ０．３６ ０．２１ ０．０２５ 

２００  ０．２０  ０．３８ ０．２２ ０．０３２ 

３００  ０．２５ ０．４６ ０．２６ ０．０４８ 

４００  ０．２８ ０．５２ ０．３１ ０．０８９ 

 

 

１－２－５－６ ＧＸ形鋳鉄管切断･溝切り加工（２工程・ＮＳ専用工具） DD121202241 

                                                      １口当たり 

   名   称  員 数  単 位          摘        要 

特 殊 作 業 員     人 表２－３１ 

普 通 作 業 員     人    〃 

機 械 損 料     日 〃 、表２－２６－２ 

溝切り・切断刃損料  回 表２－３１ 

諸 雑 費   1.0    式 労務費の1.0％ 

       計    

注1．本表は、ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞねじ式専用工具を使用して溝切りと管切断を行う場合に適用する。 
注2．諸雑費には、燃料、工具損耗費及び塗装の補修費を含む。 
注3．溝切り加工のみを行う場合は、本歩掛の70%とする。 

 

（表略） 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用の訂正 

 

 

 

 

 

注釈の追加 

 

 

 

 

 

１－７ 弁設置工  

１－７－１ 仕切弁 

   

１－７－２ バタフライ弁 

 

１－７－３ 空気弁 

１－７－３－１ 空気弁設置工 DD201303031  撤去工 DD201303041 

１箇所当たり 

   名   称  員 数 単 位          摘           要 

空 気 弁 据 付 工 １．０ 箇所 １－７－３－２ 

フ ラ ン ジ 接 合 工  口 １－２－４－７ 

防 食 ゴ ム 取 付 工  口 １－２－４－１（接合部） 

諸 雑 費 １．０ 式  

       計    

注1. 据付工にフランジ接合１口が含まれる 

注2. 防食ゴム取付工は、必要口数計上すること。 

 

１－７－３－２ 空気弁据付工  DD121303021  撤去工(ﾌﾗﾝｼﾞ取外1口含む) DD121303022 

                                                              １箇所当たり  

名   称   員 数   単 位          摘        要 

配 管 工      人 表７－１７ 

普 通 作 業 員      人   〃  

保 護 管  ｍ ＶＵφ４００（Ｌ２００） 

諸 雑 費    1.0     式 労務費の１．０％ 

       計    

注1. 労務費は、20ｍ程度の現場内小運搬及び据付ならびにフランジ接合（１口）を含む。 

注2. 保護管は必要な場合計上すること。保護管使用量＝設計数量×（１＋０．０５）とする。 

注3. 撤去工は、本歩掛の60％とする。 

注4. 諸雑費には、接合器具損料を含む。 

 

（略） 

 

 

１－７ 弁設置工  

１－７－１ 仕切弁 

   

１－７－２ バタフライ弁 

                                                       

１－７－３ 空気弁 

１－７－３－１ 空気弁設置工 DD201303031  撤去工 DD201303041 

１箇所当たり 

   名   称  員 数 単 位          摘           要 

据 付 工 １．０ 箇所 １－７－３－２ 

フ ラ ン ジ 接 合 工  口 １－２－４－６ 

防 食 ゴ ム 取 付 工  口 １－２－４－１（接合部） 

諸 雑 費 １．０ 式  

       計    

注1. 据付工にフランジ接合１口が含まれる 
注2. 防食ゴム取付工は、必要口数計上すること。 

 

１－７－３－２ 空気弁据付工  DD121303021  撤去工(ﾌﾗﾝｼﾞ取外1口含む) DD121303022 

                                                              １箇所当たり  

名   称   員 数   単 位          摘        要 

配 管 工      人 表７－１７ 

普 通 作 業 員      人   〃  

保 護 管  ｍ ＶＵφ４００（Ｌ２００） 

諸 雑 費    1.0     式  

       計    

注1. 労務費は、20ｍ程度の現場内小運搬及び据付ならびにフランジ接合（１口）を含む。 

注2. 保護管は必要な場合計上すること。保護管使用量＝設計数量×（１＋０．０５）とする。 

注3. 撤去工は、本歩掛の60％とする。 

 

（略） 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

名称の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－７－４ 消火栓 

１－７－４－１ 消火栓設置工 DD201303011   撤去工 DD201303021 

                                                      １箇所当たり  

   名   称  員 数 単 位          摘           要 

消 火 栓 据 付 工 １．０ 箇所 １－７－４－２ 

フ ラ ン ジ 接 合 工  口 １－２－４－６ 

防 食 ゴ ム 取 付 工  口 １－２－４－１（接合部） 

諸 雑 費 １．０ 式  

       計    

注1.据付工にフランジ接合１口が含まれる 

注2.防食ゴム取付工は、必要口数計上すること。 

 

 

１－７－４－２ 消火栓据付工  DD121303011  撤去工 DD121303012 

                                                           １箇所当たり  

名   称   員 数   単 位          摘        要 

配 管 工      人 表７－１８ 

普 通 作 業 員      人   〃  

ク レ ー ン 運 転  Ｈ 〃  、７－２２ 

保 護 管  ｍ ＶＵφ４００（Ｌ２００） 

諸 雑 費    1.0 式 労務費の１．０％ 

       計    

    

注1. 労力は、小運搬、据付、フランジ接合（1口）含む。 

注2. 本表の据付には、補修弁・フランジ短管等の取付管を含む。 

注3. 機械施工を基本とし、機種は本管据付工による。 

注4. 保護管は必要な場合計上すること。保護管使用量＝設計数量×（１＋０．０５）とする。 

注5. 撤去工は、本歩掛の60％とする。 

注6. 諸雑費には、接合器具損料を含む。 

 

（略） 

 

 

 

１－７－４ 消火栓 

１－７－４－１ 消火栓設置工 DD201303011   撤去工 DD201303021 

                                                      １箇所当たり  

   名   称  員 数 単 位          摘           要 

据 付 工 １．０ 箇所 １－７－４－２ 

フ ラ ン ジ 接 合 工  口 １－２－４－７ 

防 食 ゴ ム 取 付 工  口 １－２－４－１（接合部） 

諸 雑 費 １．０ 式  

       計    

注1. 据付工にフランジ接合１口が含まれる 

注2. 防食ゴム取付工は、必要口数計上すること。 

 

 

１－７－４－２ 消火栓据付工  DD121303011  撤去工 DD121303012 

                                                           １箇所当たり  

名   称   員 数   単 位          摘        要 

配 管 工      人 表７－１８ 

普 通 作 業 員      人   〃  

ク レ ー ン 運 転  Ｈ 〃  、７－２２ 

保 護 管  ｍ ＶＵφ４００（Ｌ２００） 

雑 材 料  式 労務費の１．０％ 

諸 雑 費    1.0     式  

       計    

注1. 労力は、小運搬、据付、フランジ接合（1口）含む。 

注2. 本表の据付には、補修弁・フランジ短管等の取付管を含む。 

注3. 機械施工を基本とし、機種は本管据付工による。 

注4. 保護管は必要な場合計上すること。保護管使用量＝設計数量×（１＋０．０５）とする。 

注5. 撤去工は、本歩掛の60％とする。 

 

    （略） 



 

水 道 工 事 積 算 基 準 及 び 標 準 歩 掛 表 新 旧 対 照 表  
 

27 

 

 

備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックホウの 

基準追加 

及び 

バックホウの 

規格変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックホウの 

基準追加 

 

 

 

 

１－９ 管路土工 

適用 
(1) 本歩掛は、水道工事の管路開削工事における掘削工に適用する。なお、本歩掛に記載のない歩掛は、土木工
事標準積算基準書の歩掛を適用する。 

(2) バックホウ掘削工は、溝掘り状態の作業土工であり、のり切り状態で施工する場合は別途考慮する。地山の
掘削積込みに適用する。 

(3) 埋戻工は、溝掘り状態の作業条件であり、のり切り状態で施工する場合は別途考慮する。 
(4) 使用機械 
① 送・配水管路土工 

作業の種類 作業内容 機械名 規 格 

掘 削 ・ 積 込 
床 掘 

平均掘削幅２ｍ以上 
道路幅員 6.0ｍ以上 

バックホウ 

排出ガス対策型(第２次基準値) 
クローラ山積 0.8ｍ３（平積 0.6ｍ３） 

平均掘削幅１ｍ以上２ｍ未満 
道路幅員 4.5ｍ以上 

排出ガス対策型(第１次基準値) 
クローラ山積 0.45ｍ３（平積 0.35ｍ３） 

道路幅員 3.0ｍ以上 

バックホウ 
排出ガス対策型(第２次基準値)・後方超小旋回型 
クローラ山積 0.28ｍ３（平積 0.20ｍ３） 

小型バックホウ 
排出ガス対策型(第２次基準値)・後方超小旋回型
クローラ山積 0.13ｍ３（平積 0.10ｍ３） 

道路幅員 1.6ｍ以上 3.0ｍ未満 小型バックホウ 
排出ガス対策型(第１次基準値)・超小旋回型 
クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

埋 戻 

平均埋戻幅２ｍ以上 
道路幅員 6.0ｍ以上 

バックホウ 

排出ガス対策型(第２次基準値) 
クローラ山積 0.8ｍ３（平積 0.6ｍ３） 

平均埋戻幅１ｍ以上２ｍ未満 
道路幅員 4.5ｍ以上 

排出ガス対策型(第１次基準値) 
クローラ山積 0.45ｍ３（平積 0.35ｍ３） 

道路幅員 3.0ｍ以上 

バックホウ 
排出ガス対策型(第２次基準値)・後方超小旋回型 
クローラ山積 0.28ｍ３（平積 0.20ｍ３） 

小型バックホウ 
排出ガス対策型(第２次基準値)・超小旋回型 
クローラ山積 0.13ｍ３（平積 0.10ｍ３） 

道路幅員 1.6ｍ以上 3.0ｍ未満 
小型バックホウ 

排出ガス対策型(第１次基準値)・超小旋回型 
クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

タンパ 60～80kg 

運 搬 ― ダンプトラック 

10ｔ積（バックホウ山積 0.8、0.45ｍ３の場合） 

4ｔ積（バックホウ山積 0.28ｍ３の場合） 

2ｔ積（人力積込又はバックホウ山積 0.08、0.13
ｍ３の場合） 

注1．送・配水管埋設工に伴い施工する小穴掘削（取出工、閉塞工他）は、埋設工の適用機種に準ずる。 
注2．道路幅員 1.6ｍ未満は、「土木工事標準積算基準書（床掘り）」を適用する。 
注3．現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。 

② 給水管付替工 

作業の種類 作業内容 機械名 規 格 

舗 装 版 
直接掘削積込 

As 舗装版厚さ 15cm 以下 

道路幅員 4.0ｍ以上 
小型バックホウ 

排出ガス対策型(第１次基準値)・超小旋回型 

クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

掘 削 ・ 積 込 
床 掘 

道路幅員 4.0ｍ以上 小型バックホウ 
排出ガス対策型(第１次基準値)・超小旋回型 

クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

埋 戻 道路幅員 4.0ｍ以上 
小型バックホウ 

排出ガス対策型(第１次基準値)・超小旋回型 

クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

タンパ 60～80kg 

運 搬 道路幅員 4.0ｍ以上 ダンプトラック 2ｔ積 

注1.道路幅員 4.0ｍ未満の土工は、「土木工事標準積算基準書（床掘り）」を適用する。 

注2. As 舗装版厚さが 15cm を超える場合は、「土木工事標準積算基準書（舗装版破砕）」を適用する。 

注3. 単独に実施する給水管閉塞工等は上表の組合せとするが、掘削・埋戻の道路幅員は 1.6ｍ以上と読みかえる。 

注4. 現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。 

１－９ 管路土工 

適用 
(1) 本歩掛は、水道工事の管路開削工事における掘削工に適用する。なお、本歩掛に記載のない歩掛は、土木
工事標準積算基準書の歩掛を適用する。 

(2) バックホウ掘削工は、溝掘り状態の作業土工であり、のり切り状態で施工する場合は別途考慮する。地山
の掘削積込みに適用する。 

(3) 埋戻工は、溝掘り状態の作業条件であり、のり切り状態で施工する場合は別途考慮する。 
(4) 使用機械 
① 送・配水管路土工 

作業の種類 作業内容 機械名 規 格 

掘 削 ・ 積 込 
床 掘 

平均掘削幅２ｍ以上 
道路幅員 6.0ｍ以上 

バックホウ 

排出ガス対策型(第２次基準値) 
クローラ山積 0.8ｍ３（平積 0.6ｍ３） 

平均掘削幅１ｍ以上２ｍ未満 
道路幅員 4.5ｍ以上 

排出ガス対策型 
クローラ山積 0.45ｍ３（平積 0.35ｍ３） 

道路幅員 3.0ｍ以上 

バックホウ 
排出ガス対策型・後方超小旋回型 
クローラ山積 0.28ｍ３（平積 0.20ｍ３） 

小型バックホウ 
排出ガス対策型(第２次基準値)・後方超小旋回型
クローラ山積 0.13ｍ３（平積 0.10ｍ３） 

道路幅員 1.6ｍ以上 3.0ｍ未満 小型バックホウ 
排出ガス対策型・超小旋回型 
クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

埋 戻 

平均埋戻幅２ｍ以上 
道路幅員 6.0ｍ以上 

バックホウ 

排出ガス対策型(第２次基準値) 
クローラ山積 0.8ｍ３（平積 0.6ｍ３） 

平均埋戻幅１ｍ以上２ｍ未満 
道路幅員 4.5ｍ以上 

排出ガス対策型 
クローラ山積 0.45ｍ３（平積 0.35ｍ３） 

道路幅員 3.0ｍ以上 

バックホウ 
排出ガス対策型・後方超小旋回型 
クローラ山積 0.28ｍ３（平積 0.20ｍ３） 

小型バックホウ 
排出ガス対策型(第２次基準値)・超小旋回型 
クローラ山積 0.13ｍ３（平積 0.10ｍ３） 

道路幅員 1.6ｍ以上 3.0ｍ未満 
小型バックホウ 

排出ガス対策型・超小旋回型 
クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

タンパ 60～80kg 

運 搬 ― ダンプトラック 

10ｔ積（バックホウ山積 0.8、0.45ｍ３の場合） 

4ｔ積（バックホウ山積 0.28ｍ３の場合） 

2ｔ積（人力積込又はバックホウ山積 0.08、0.13
ｍ３の場合） 

注1．送・配水管埋設工に伴い施工する小穴掘削（取出工、閉塞工他）は、埋設工の適用機種に準ずる。 
注2．道路幅員 1.6ｍ未満は、「土木工事標準積算基準書（床掘り）」を適用する。 
注3．現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。 

② 給水管付替工 

作業の種類 作業内容 機械名 規 格 

舗 装 版 
直接掘削積込 

As 舗装版厚さ 15cm 以下 

道路幅員 4.0ｍ以上 
小型バックホウ 

排出ガス対策型・超小旋回型 

クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

掘 削 ・ 積 込 
床 掘 

道路幅員 4.0ｍ以上 小型バックホウ 
排出ガス対策型・超小旋回型 

クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

埋 戻 道路幅員 4.0ｍ以上 
小型バックホウ 

排出ガス対策型・超小旋回型 

クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

タンパ 60～80kg 

運 搬 道路幅員 4.0ｍ以上 ダンプトラック 2ｔ積 

注1. 道路幅員 4.0ｍ未満の土工は、「土木工事標準積算基準書（床掘り）」を適用する。 

注2. As 舗装版厚さが 15cm を超える場合は、「土木工事標準積算基準書（舗装版破砕）」を適用する。 

注3. 単独に実施する給水管閉塞工等は上表の組合せとするが、掘削・埋戻の道路幅員は 1.6ｍ以上と読みかえる。 

注4. 現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－９－１ 明示シート敷設工   DD121201011 

                                                        100ｍ当たり 

     名   称 員 数 単 位 摘   要 

 普 通 作 業 員  人 表９－１ 

 明 示 シ ー ト  100.0 ｍ （幅40cm、15cm） 

 諸     雑     費   1.0 式  

         計    

1ｍ当たり   計／100 

注1. 本表は、１条当たりの敷設に適用する。 

 

表９－１ 明示シ－ト敷設工 

                      100ｍ当たり 

シート幅 普通作業員（人）  

40cm ０．４０  ※ S50はシート幅40㎝ 

15cm ０．１５   

 

１－９－２ バックホウ掘削積込工 DD121702031 
                                                 １００ｍ３当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

世 話 役  人 表９－２ 

普 通 作 業 員  人  〃 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工 

( 管 路 土 工 ) 
 Ｈ又は日 

１－９－３－２ 表９－３、７ 

表９－４（100 ㎥/日当たり施工量） 

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１ｍ３当たり   計／100 

 

表９－２ 掘削工労務 

                                           １００ｍ３当たり 

掘 削 機 種 世話役（人） 普通作業員（人） 

山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） １．１ ２．６ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） １．５ ３．９ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） １．９ ５．０ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ２．４ ６．７ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ２．８ ７．８ 

注1.  世話役は、現場での指揮・指導を行うものとする。 

注2.  普通作業員は、補助的作業（土砂の切崩し、床均し等の作業）を行うものとする。 

 

 

１－９－１ 明示シート敷設工   DD121201011 

                                                        100ｍ当たり 

     名   称 員 数 単 位 摘   要 

 普 通 作 業 員  人 表９－１ 

 明 示 シ ー ト  100.0 ｍ （幅40cm、15cm） 

 諸     雑     費   1.0 式  

         計    

1ｍ当たり   計／100 

注1. 本表は、１条当たりの敷設に適用する。 

 

表９－１ 明示シ－ト敷設工 

                      100ｍ当たり 

シート幅 普通作業員（人）  

40cm ０．４０  ※ S50はシート幅40㎝ 

15cm ０．１５   

 

１－９－２ バックホウ掘削積込工 DD121702031 
                                                 １００ｍ３当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

世 話 役  人 表９－２ 

普 通 作 業 員  人  〃 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工  Ｈ又は日 
１－９－３－２ 表９－３、７ 

表９－４（100 ㎥/日当たり施工量） 

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１ｍ３当たり   計／100 

 

表９－２ 掘削工労務 

                                           １００ｍ３当たり 

掘 削 機 種 世話役（人） 普通作業員（人） 

山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） ０．９ ３．０ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） １．４ ４．０ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） １．８ ５．０ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ２．２ ６．０ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ２．４ ６．４ 

注1. 世話役は、現場での指揮・指導を行うものとする。 

注2. 普通作業員は、補助的作業（土砂の切崩し、床均し等の作業）を行うものとする。 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

人工の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９－３ バックホウ運転時間 
                         １００ｍ３当たり 

掘 削 機 種 運転時間（時間） 

山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） ６．０ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ８．８ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） １１．１ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） １４．８ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） １７．２ 

 

表９－４ 日当たり施工量 

                             １日当たり 

掘 削 機 種 施工量（ｍ３） 

山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） １０９ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ７４ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ５９ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ４４ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ３８ 

 

１－９－３ バックホウ掘削（ルーズな状態の積込）工 DD121702051 
１００ｍ３当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工 

( 管 路 土 工 ) 
 Ｈ又は日 

１－９－３－２ 表９－５、７ 

表９－６（100/日当り施工量） 

 
諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１ｍ３当たり   計／100 

注1. 本表は、岩塊、玉石、岩（破砕）のルーズな状態の積込作業に適用する。 
 

表９－５ バックホウ運転時間 

                  １００ｍ３当たり 

掘 削 機 種 運転時間（時間） 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ４．１ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ８．３ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ９．５ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） １０．５ 

表９－６ 日当たり施工量 

                     １日当たり 

掘 削 機 種 施工量（ｍ３） 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） １５８ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ７８ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ６９ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ６２ 

        

  

 

表９－３ バックホウ運転時間 

                             １００ｍ３当たり 

掘 削 機 種 運転時間（時間） 

山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） ３．０ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ６．６ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ９．７ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） １３．６ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） １５．２ 

 

表９－４ 日当たり施工量 

                             １日当たり 

掘 削 機 種 施工量（ｍ３） 

山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） ２１７ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ９９ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ６７ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ４８ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ４３ 

 

１－９－３ バックホウ掘削（ルーズな状態の積込）工 DD121702051 
１００ｍ３当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工  Ｈ又は日 
１－９－３－２ 表９－５、７ 

表９－６（100/日当り施工量） 

 
諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１ｍ３当たり   計／100 

注2. 本表は、岩塊、玉石、岩（破砕）のルーズな状態の積込作業に適用する。 
 

表９－５ バックホウ運転時間 

                  １００ｍ３当たり 

掘 削 機 種 運転時間（時間） 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ４．１ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ８．３ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ９．５ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） １０．５ 

表９－６ 日当たり施工量 

                     １日当たり 

掘 削 機 種 施工量（ｍ３） 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） １５８ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ７８ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ６９ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ６２ 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックホウの 

規格変更 

及び 

バックホウの 

基準追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－９－３－２ バックホウ運転工（管路土工） DD121702041 
                                         １時間当たり又は１日当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

特 殊 運 転 手 

又 は 特 殊 作 業 員 
 人 表９－７ 

軽 油  １ ． ２ 号  Ｌ 表９－７ 

バ ッ ク ホ ウ  Ｈ又は日 表９－７ 

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

注１．小型バックホウ 山積 0.08㎥（平積 0.06㎥）の運転労務は特殊作業員とし、その他の運転労務は特殊運転

手とする。 
表９－７ 機械運転表 

機械名 規 格 指 定 事 項 

バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

（第２次基準値） 
山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） 

運転労務数量 0.16 
燃料消費量  16.00 
機械損料数量 1.00 

〃 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

(第１次基準値) 
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 

運転労務数量 0.16 
燃料消費量  9.20 
機械損料数量 1.00 

〃 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
（第２次基準値） 後方超小旋回型 
山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量 0.16 
燃料消費量  6.30 
機械損料数量 1.00 

小型バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
（第２次基準値） 後方超小旋回型 
山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 

運転労務数量 1.00 
燃料消費量  25  (日) 
機械損料数量 1.78 

〃 

油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

(第１次基準値)超小旋回型 
山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 

運転労務数量 1.00 
燃料消費量  18  (日) 
機械損料数量 1.78 

 

１－９－４ 埋戻工（バックホウ・水道のみ） DD121702071 
                                               １００ｍ３当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

普 通 作 業 員  人 表９－１０、１１、１２ 

世 話 役  人 表９－１０ 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工 

( 管 路 土 工 ) 
 Ｈ又は日 

１－９－３－２  表９－８、１３ 

表９－９（100 ㎥/日当たり施工量） 

タ ン パ 運 転 工 ３．０ 日 １－９－４－２  表９－１３ 

埋 戻 し 材  ｍ３  

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１ｍ３当たり   計／100 

 

 

 

 

 

１－９－３－２ バックホウ運転工（管路土工） DD121702041 
                                        １時間当たり又は１日当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

特 殊 運 転 手 

又 は 特 殊 作 業 員 
 人 表９－７ 

軽 油  １ ． ２ 号  Ｌ 表９－７ 

バ ッ ク ホ ウ  Ｈ又は日 表９－７ 

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

注１．小型バックホウ 山積 0.08 ㎥（平積 0.06 ㎥）の運転労務は特殊作業員とし、その他の運転労務は特殊運

転手とする。 
表９－７ 機械運転表 

機械名 規 格 指 定 事 項 

バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

（第２次基準値） 
山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） 

運転労務数量 0.16 
燃料消費量  16.0 
機械損料数量 1.00 

〃 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 

運転労務数量 0.16 
燃料消費量  9.2 
機械損料数量 1.00 

〃 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

後方超小旋回型 
山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量 0.16 
燃料消費量  6.3 
機械損料数量 1.00 

小型バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
（第２次基準値） 後方超小旋回型 
山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 

運転労務数量 1.00 
燃料消費量  25  (日) 
機械損料数量 1.8 

〃 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

超小旋回型 
山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 

運転労務数量 1.00 
燃料消費量  18  (日) 
機械損料数量 1.8 

 

１－９－４ 埋戻工（バックホウ・水道のみ） DD121702071 
                                               １００ｍ３当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

普 通 作 業 員  人 表９－１０、１１、１２ 

世 話 役  人 表９－１０ 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工  Ｈ又は日 
１－９－３－２  表９－８、１３ 

表９－９（100 ㎥/日当たり施工量） 

タ ン パ 運 転 工 ３．０ 日 １－９－４－２  表９－１３ 

埋 戻 し 材  ｍ３  

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１ｍ３当たり   計／100 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

人工の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９－８ バックホウ運転時間 
                              １００ｍ３当たり 

掘 削 機 種 運転時間（時間） 

山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） ４．５ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ６．２ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ７．６ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ９．９ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） １１．４ 

 

表９－９ 日当たり施工量 

掘 削 機 種 施工量（ｍ３） 

山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） １４５ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） １０５ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ８５ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ６５ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ５７ 

 

表９－１０ バックホウ投入に伴う補助労務 

                                           １００ｍ３当たり 

名  称 
普通作業員（人） ３．８ 

世話役（人） ２．５ 

  

表９－１１ 人力投入に伴う労務                 

                                           １００ｍ３当たり 

名  称 普通作業員（人） ２３．０ 

 

表９－１２ タンパ締固め補助労務 

                                           １００ｍ３当たり 

名  称 普通作業員（人） ３．０ 

 

１－９－４－２ タンパ運転工（埋戻用・60～80 ㎏級）  DD121001061 
                                                  
       （略） 

 

表９－８ バックホウ運転時間 

                             １００ｍ３当たり 

掘 削 機 種 運転時間（時間） 

山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） ２．３ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ４．２ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ５．６ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ７．２ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ７．９ 

 

表９－９ 日当たり施工量 

掘 削 機 種 施工量（ｍ３） 

山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） ２８３ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） １５５ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） １１６ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ９０ 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ８２ 

 

表９－１０ バックホウ投入に伴う補助労務 

                                           １００ｍ３当たり 

名  称 
普通作業員（人） ２．９ 

世話役（人） ２．１ 

 

表９－１１ 人力投入に伴う労務                 

                                           １００ｍ３当たり 

名  称 普通作業員（人） ２３．０ 

 

表９－１２ タンパ締固め補助労務 

                                           １００ｍ３当たり 

名  称 普通作業員（人） ３．０ 

 

１－９－４－２ タンパ運転工（埋戻用・60～80 ㎏級）  DD121001061 
                                                   

     （略） 
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バックホウの 

規格変更 

及び 

バックホウの 

基準追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９－１３ 機械運転表 

機 械 名 規  格 指 定 事 項 

バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

（第２次基準値） 
山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） 

運転労務数量 ０．１６ 
燃料消費量 １６．００ 
機械損料数量 １．００ 

〃 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

（第１次基準値） 
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 

運転労務数量 ０．１６ 
燃料消費量  ９．２０ 
機械損料数量 １．００ 

〃 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

（第２次基準値）後方超小旋回型 
山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量 ０．１６ 
燃料消費量  ６．３０ 
機械損料数量 １．００ 

小型バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

（第２次基準値） 後方超小旋回型 
山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 

運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  ２５   (日) 
機械損料数量 １．７８ 

〃 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

（第１次基準値）超小旋回型 
山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 

運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  １８   (日) 
機械損料数量 １．７８ 

タンパ ６０～８０kg 

運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  ５．００ 
機械賃料数量 １．３８（日） 
主燃料    ｶﾞｿﾘﾝ 
運転時間   ５時間／日 
作業量    ３３ｍ３／日 

 

１－９－５ 発生土処理工 DD113001211    建設廃材処理工 DD113001221 
２ｔ車、４ｔ車                      １００ｍ３当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

ダンプトラック運転工  日 
１－９－６ 

表９－１４、１５、１６、２０ 

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１ｍ３当たり   計／100 

 

１０ｔ車                          １００ｍ３当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

ダンプトラック運転工  日 
１－９－６ 

表９－１７、１８、２０ 

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１ｍ３当たり   計／100 

 

 

 

 

表９－１３ 機械運転表 

機 械 名 規  格 指 定 事 項 

バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

（第２次基準値） 
山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） 

運転労務数量 ０．１６ 
燃料消費量  １６．０ 
機械損料数量 １．０ 

〃 油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 

運転労務数量 ０．１６ 
燃料消費量  ９．２ 
機械損料数量 １．０ 

〃 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

後方超小旋回型 
山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量 ０．１６ 
燃料消費量  ６．３ 
機械損料数量 １．０ 

小型バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

（第２次基準値） 後方超小旋回型 
山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 

運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  ２５   (日) 
機械損料数量 １．８ 

〃 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

超小旋回型 
山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 

運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  １８   (日) 
機械損料数量 １．８ 

タンパ ６０～８０kg 

運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  ５．０ 
機械賃料数量 １．３８（日） 
主燃料    ｶﾞｿﾘﾝ 
運転時間   ５時間／日 
作業量    ３３ｍ３／日 

 

１－９－５ 発生土処理工 DD113001211    建設廃材処理工 DD113001221 
２ｔ車、４ｔ車                      １００ｍ３当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

ダンプトラック運転工  日 
１－９－６ 

表９－１４、１５、１６、２０ 

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１ｍ３当たり   計／100 

 

１０ｔ車                          １００ｍ３当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

ダンプトラック運転工  日 
１－９－６ 

表９－１７、１８、２０ 

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１ｍ３当たり   計／100 
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バックホウの 

基準追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックホウの 

基準追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックホウの 

規格変更 

及び 

バックホウの 

基準追加 

 

 

表９－１４ ダンプトラック基準運搬日数（１００ｍ３当たり） 

積込機械規格 
人力積込又は小型バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第 1次基準値） 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 

運搬機械規格 ダンプトラック   ２ｔ車 

ＤＩＤ 区間 ： なし 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ４．０ ５．０ ６．５ ９．０ １１．５ １６．５ ２０．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） ５．０ ６．０ ６．５ ７．５ ８．０ ９．０ １０．０ １１．０ １３．０ １５．０ １８．０ ２３．０ ３０．０ ４５．６ 

ＤＩＤ 区間  ：  あり 

運 搬 距 離 （ k m ） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ３．５ ４．５ ６．０ ８．０ １１．０ １５．０ ２０．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運 搬 日 数 （ 日 ） ５．０ ６．０ ７．０ ８．０ ８．５ ９．０ １０．０ １１．０ １３．０ １５．０ １８．０ ２３．０ ３０．０ ４５．６ 

  

表９－１５ ダンプトラック基準運搬日数（１００ｍ３当たり） 

積込機械規格 小型バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 

運搬機械規格 ダンプトラック   ２ｔ車 

ＤＩＤ 区間 ： なし 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．５ ４．５ ５．５ ７．０ ９．０ １２．０ １７．０ ２８．５ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） ５．０ ６．０ ６．５ ７．５ ８．０ ９．０ １０．０ １１．０ １３．０ １５．０ １８．０ ２３．０ ３０．０ ４５．０ 

ＤＩＤ 区間 ： あり 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ４．０ ５．０ ６．５ ８．０ １１．０ １５．０ ２４．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） ５．０ ６．０ ６．５ ７．５ ８．０ ９．０ １０．０ １１．０ １３．０ １５．０ １８．０ ２３．０ ３０．０ ４５．０ 

 

表９－１６ ダンプトラック基準運搬日数（１００ｍ３当たり 

 

積込機械規格 バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）山積０．２８ｍ３（平積０．20ｍ３） 

運搬機械規格 ダンプトラック   ４ｔ車 

ＤＩＤ 区間 ： なし 

運 搬 距 離 （ k m ） 
０．５ １．０ ２．０ ３．０ ４．５ ６．５ １０．０ １３．０ １９．０ ３５．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運 搬 日 数 （ 日 ） ２．５ ３．０ ３．５ ４．０ ５．０ ６．０ ８．０ ９．０ １１．０ １５．０ ２３．０ 

ＤＩＤ 区間 ： あり 

 

運 搬 距 離 （ k m ） 
０．５ １．０ ２．０ ３．０ ４．５ ６．５ ９．０ １２．０ １７．０ ２７．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） ２．５ ３．０ ４．０ ５．０ ６．０ ７．０ ８．０ ９．０ １１．０ １５．０ ２３．０ 

           
 

 

表９－１４ ダンプトラック基準運搬日数（１００ｍ３当たり） 

積込機械規格 人力積込又はバックホウ排出ガス対策型・クローラ型 山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 

運搬機械規格 ダンプトラック   ２ｔ車 

ＤＩＤ 区間 ： なし 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ４．０ ５．０ ６．５ ９．０ １１．５ １６．５ ２０．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） ５．０ ６．０ ６．５ ７．５ ８．０ ９．０ １０．０ １１．０ １３．０ １５．０ １８．０ ２３．０ ３０．０ ４５．６ 

ＤＩＤ 区間 ： あり 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ３．５ ４．５ ６．０ ８．０ １１．０ １５．０ ２０．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） ５．０ ６．０ ７．０ ８．０ ８．５ ９．０ １０．０ １１．０ １３．０ １５．０ １８．０ ２３．０ ３０．０ ４５．６ 

  

表９－１５ ダンプトラック基準運搬日数（１００ｍ３当たり） 

積込機械規格 バックホウ排出ガス対策型（第２次基準値）・クローラ型 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 

運搬機械規格 ダンプトラック   ２ｔ車 

ＤＩＤ 区間 ： なし 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．５ ４．５ ５．５ ７．０ ９．０ １２．０ １７．０ ２８．５ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） ５．０ ６．０ ６．５ ７．５ ８．０ ９．０ １０．０ １１．０ １３．０ １５．０ １８．０ ２３．０ ３０．０ ４５．０ 

ＤＩＤ 区間 ： あり 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ４．０ ５．０ ６．５ ８．０ １１．０ １５．０ ２４．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） ５．０ ６．０ ６．５ ７．５ ８．０ ９．０ １０．０ １１．０ １３．０ １５．０ １８．０ ２３．０ ３０．０ ４５．０ 

 

表９－１６ ダンプトラック基準運搬日数（１００ｍ３当たり 

 

積込機械規格 バックホウ排出ガス対策型・クローラ型 山積０．２８ｍ３（平積０．20ｍ３） 

運搬機械規格 ダンプトラック   ４ｔ車 

ＤＩＤ 区間 ： なし 

運 搬 距 離 （ k m ） 
０．５ １．０ ２．０ ３．０ ４．５ ６．５ １０．０ １３．０ １９．０ ３５．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運 搬 日 数 （ 日 ） ２．５ ３．０ ３．５ ４．０ ５．０ ６．０ ８．０ ９．０ １１．０ １５．０ ２３．０ 

ＤＩＤ 区間 ： あり 

 

運 搬 距 離 （ k m ） 
０．５ １．０ ２．０ ３．０ ４．５ ６．５ ９．０ １２．０ １７．０ ２７．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） ２．５ ３．０ ４．０ ５．０ ６．０ ７．０ ８．０ ９．０ １１．０ １５．０ ２３．０ 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

バックホウの 

基準追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックホウの 

基準追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９－１７ ダンプトラック基準運搬日数（１００ｍ３当たり） 

積込機械規格 バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第１次基準値） 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 

運搬機械規格 ダンプトラック   １０ｔ車 

ＤＩＤ 区間 ： なし 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．５ ４．５ ５．５ ７．０ ９．０ １２．５ １８．５ ３４．５ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） １．２０ １．４０ １．５０ １．６０ １．８０ １．９０ ２．１０ ２．４０ ２．７０ ３．１０ ３．８０ ４．７０ ６．３０ ９．４０ 

ＤＩＤ 区間 ： あり 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ４．０ ５．０ ６．５ ８．５ １１．５ １６．５ ２７．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） １．２０ １．４０ １．５０ １．６０ １．８０ １．９０ ２．１０ ２．４０ ２．７０ ３．１０ ３．８０ ４．７０ ６．３０ ９．４０ 

 

表９－１８ ダンプトラック基準運搬日数（１００ｍ３当たり） 

積込機械規格 バックホウ クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値） 山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） 

運搬機械規格 ダンプトラック   １０ｔ車 

ＤＩＤ 区間 ： なし 

運搬距離(km) 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ３．５ ４．５ ５．５ ６．５ ８．０ １０．５ １４．０ ２０．５ ３９．５ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数(日) ０．９０ １．１０ １．２０ １．３０ １．５０ １．６０ １．７０ １．９０ ２．１０ ２．４０ ２．７０ ３．１０ ３．８０ ４．７０ ６．３０ ９．４０ 

ＤＩＤ 区間 ： あり   

運搬距離(km) 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ３．５ ４．０ ５．０ ６．０ ７．５ ９．５ １２．５ １７．５ ２８．５ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数(日) ０．９０ １．１０ １．３０ １．４０ １．６０ １．７０ １．８０ １．９０ ２．１０ ２．４０ ２．７０ ３．１０ ３．８０ ４．７０ ６．３０ ９．４０ 

注１． 上表は、２ｔ、４ｔ車、１０ｔ車は１００ｍ３当たりの運搬日数である。 

注２． 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる場合は、平均値とする。 

注３． 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 

注４． ＤＩＤ（人口集中地区）は、総務省統計局国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとす

る。 

注５． 運搬距離が６０km を超える場合は、別途考慮する。 

注６． 軟岩、コンクリート殻（無筋、鉄筋）、アスファルト殻の運搬日数は、次式による。 

    ２ｔ、４ｔ車、１０ｔ車 

１００ｍ３当たり運搬日数＝１００ｍ３当たり基準運搬日数×（１＋Ｋ） 

Ｋ：補正係数（表９－１９） 
表９－１９ 補正係数 

構 造 物 名 軟岩 コンクリート殻（無筋）、アスファルト殻 コンクリート殻（鉄筋） 

補正係数（K） ＋0.22 ＋0.30 ＋0.37 

注１．運転日数（日）＝発生土の運搬日数（日）×（１+K）    K：補正係数 

 

 

 

表９－１７ ダンプトラック基準運搬日数（１００ｍ３当たり） 

積込機械規格 バックホウ排出ガス対策型・クローラ型 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 

運搬機械規格 ダンプトラック   １０ｔ車 

ＤＩＤ 区間 ： なし 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．５ ４．５ ５．５ ７．０ ９．０ １２．５ １８．５ ３４．５ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） 
１．２

０ 
１．４０ １．５０ １．６０ １．８０ １．９０ ２．１０ ２．４０ ２．７０ ３．１０ ３．８０ ４．７０ ６．３０ ９．４０ 

ＤＩＤ 区間 ： あり 

運搬距離（km） 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ４．０ ５．０ ６．５ ８．５ １１．５ １６．５ ２７．０ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数（日） １．２

０ 
１．４０ １．５０ １．６０ １．８０ １．９０ ２．１０ ２．４０ ２．７０ ３．１０ ３．８０ ４．７０ ６．３０ ９．４０ 

 

表９－１８ ダンプトラック基準運搬日数（１００ｍ３当たり） 

積込機械規格 バックホウ排出ガス対策型・クローラ型 山積０．８０ｍ３（平積０．６０ｍ３） 

運搬機械規格 ダンプトラック   １０ｔ車 

ＤＩＤ 区間 ： なし 

運搬距離(km) 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ３．５ ４．５ ５．５ ６．５ ８．０ １０．５ １４．０ ２０．５ ３９．５ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以

下 
以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数(日) ０．９０ １．１０ １．２０ １．３０ １．５０ １．６０ １．７０ １．９０ ２．１０ 
２．４

０ 

２．７

０ 
３．１０ ３．８０ ４．７０ ６．３０ ９．４０ 

ＤＩＤ 区間 ： あり   

運搬距離(km) 
０．５ １．０ １．５ ２．０ ２．５ ３．０ ３．５ ４．０ ５．０ ６．０ ７．５ ９．５ １２．５ １７．５ ２８．５ ６０．０ 

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以

下 
以下 以下 以下 以下 以下 以下 

運搬日数(日) ０．９０ １．１０ １．３０ １．４０ １．６０ １．７０ １．８０ １．９０ ２．１０ 
２．４

０ 

２．７

０ 
３．１０ ３．８０ ４．７０ ６．３０ ９．４０ 

注１． 上表は、２ｔ、４ｔ車、１０ｔ車は１００ｍ３当たりの運搬日数である。 

注２． 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる場合は、平均値とする。 

注３． 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 

注４． ＤＩＤ（人口集中地区）は、総務省統計局国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものと

する。 

注５． 運搬距離が６０km を超える場合は、別途考慮する。 

注６． 軟岩、コンクリート殻（無筋、鉄筋）、アスファルト殻の運搬日数は、次式による。 

    ２ｔ、４ｔ車、１０ｔ車 

１００ｍ３当たり運搬日数＝１００ｍ３当たり基準運搬日数×（１＋Ｋ） 

Ｋ：補正係数（表９－１９） 
表９－１９ 補正係数 

構 造 物 名 軟岩 コンクリート殻（無筋）、アスファルト殻 コンクリート殻（鉄筋） 

補正係数（K） ＋0.22 ＋0.30 ＋0.37 

注１．運転日数（日）＝発生土の運搬日数（日）×（１+K）    K：補正係数 

 



 

水 道 工 事 積 算 基 準 及 び 標 準 歩 掛 表 新 旧 対 照 表  
 

35 

 

 

備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダンプトラック

の指定事項改正 

及び 

表の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－９－６ ダンプトラック運転工（管路土工・供用） DD121001101 
１日当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

一 般 運 転 手  人 表９－２０ 

軽 油  １ ． ２ 号  Ｌ 表９－２０ 

機 械 損 料  供用日 表９－２０ 

タ イ ヤ 損 耗 費  供用日  

諸 雑 費 １．０ 式  

 
表９－２０ 機械運転表 

機 械 名 規  格 
運転日当たり 

運転時間（Ｈ） 
指 定 事 項 

ダンプトラック 

１０ｔ車  
運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  ６２ 
機械損料数量 １．２９ 

４ｔ車  
運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  ３４ 
機械損料数量 １．２９ 

２ｔ車  
運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  ２２ 
機械損料数量 １．２９ 

 

備考 運転日当たり運転時間は、建設機械損料表による。 

 

 

 

 

１－９－６ ダンプトラック運転工（管路土工・供用） DD121001101 
１日当たり 

名     称 員数 単位 摘     要 

一 般 運 転 手  人 表９－２０ 

軽 油  １ ． ２ 号  Ｌ 表９－２０ 

機 械 損 料  供用日 表９－２０ 

タ イ ヤ 損 耗 費  供用日  

諸 雑 費 １．０ 式  

 
表９－２０ 機械運転表 

機 械 名 規  格 
運転日当たり 

運転時間（Ｈ） 
指 定 事 項 

ダンプトラック 

４ｔ車  
運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  ３４ 
機械損料数量 １．２２ 

２ｔ車  
運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  ２２ 
機械損料数量 １．２２ 

１０ｔ車  
運転労務数量 １．００ 
燃料消費量  ６５ 
機械損料数量 １．２２ 

 

備考 運転日当たり運転時間は、建設機械損料表による。 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１０ 管路土留工 

１－１０－１ 軽量鋼矢板設置撤去工（人力・片側）   DD121703211 

   

（略） 

 

１－１０－２ 切梁工（木製）   DD121703021 

 

  （略） 

 

１－１０－３ 腹起し工（木製太鼓落し）   DD121703031 

                                                                 １００ｍ当たり 

     名    称  員 数  単 位       摘         要 

世 話 役  人 表１０－１ 

特 殊 作 業 員  人 〃 

普 通 作 業 員  人 〃 

腹 起 し 材 損 料  ｍ 設置段数×１００ｍ 

諸 雑 費 １．０     式 材料費損料の３％ 

          計    

１ｍ当たり   計／100 

 

表１０－１ 腹起し工（木製太鼓落し） 

                                             １００ｍ当たり 

設置段数 世 話 役 
（人） 

特殊作業員 
（人） 

普通作業員 
（人）  掘削深さ 

１ 段 2.0ｍ以下 ０．４ ０．４ １．２ 

２ 段 3.5ｍ以下 ０．８ ０．８ ２．４ 

３ 段 4.0ｍ未満 １．６ １．６ ４．８ 

注1. 軽量鋼矢板を１枚間隔に設置する場合の腹起し設置段数は、上表によらず原則として２段設置とする。 

 

１－１０－４ コンパネ土留工   DD121703041 

 

（略） 

 

 

 

１－１０ 管路土留工 

１－１０－１ 軽量鋼矢板設置撤去工（人力・片側）   DD121703211 

   

（略） 

 

１－１０－２ 切梁工（木製）   DD121703021 

 

  （略） 

 

１－１０－３ 腹起し工（木製太鼓落し）   DD121703031 

                                                                 １００ｍ当たり 

     名    称  員 数  単 位       摘         要 

世 話 役  人 表１０－１ 

と び 工  人 〃 

普 通 作 業 員  人 〃 

腹 起 し 材 損 料  ｍ 設置段数×１００ｍ 

諸 雑 費 １．０     式 材料費損料の３％ 

          計    

１ｍ当たり   計／100 

 

表１０－１ 腹起し工（木製太鼓落し） 

                                            １００ｍ当たり 

設置段数 世 話 役 
（人） 

と び 工 
（人） 

普通作業員 
（人）  掘削深さ 

１ 段 2.0ｍ以下 ０．４ ０．４ １．２ 

２ 段 3.5ｍ以下 ０．８ ０．８ ２．４ 

３ 段 4.0ｍ未満 １．６ １．６ ４．８ 

注1. 軽量鋼矢板を１枚間隔に設置する場合の腹起し設置段数は、上表によらず原則として２段設置とする。 

 

 １－１０－４ コンパネ土留工   DD121703041 

 

（略） 
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備考 改正（令和２年４月） 現行（令和元年７月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工の変更 

 

 

１－１０－５ 軽量鋼矢板設置撤去工（機械・両側） DD121703221 
                                                      １００ｍ当たり 

名   称 員 数 単 位 摘       要 

世 話 役  人 表１０－３ 

特 殊 作 業 員  人 〃 

普 通 作 業 員  人 〃 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工 
（ 管 路 土 工 ） 

 Ｈ又は日 
〃 、１－９－３－２ 
 

トラッククレーン運転  日 〃 、４．９ｔ吊り 

諸 雑 費 １ 式  

計    

１ｍ当たり   計／100 

注1. 軽量鋼矢板Ⅱ型（14.8kg／ｍ、標準有効幅 250mm）を上部掘削と同時に建て込み根入れを常に確保しながら掘り下げて
床付ける方法で施工する場合に適用し、20cm 程度の根入れ深さを考慮している。なお、床付けまで掘削してから土留
を行う当て矢板工法には適用しない。 

注2. 軽量鋼矢板賃料は別途計上し、２．０ｍ以上２．５ｍ以下の軽量鋼矢板を使用する場合は１－１０－１０により賃料
を算出すること。 

注3. 本表は、両側分の矢板設置、撤去である。 

表１０－３  軽量鋼矢板設置撤去工 

                                                          １００ｍ当たり 

掘 削 深 

（ｍ） 

設      置 撤      去 

世話役 

（人） 

特殊作業員 

（人） 

普通作業員 

（人） 

ﾊ゙ｯｸﾎｳ 

運転(H) 

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 

運転(日) 

世 話 役 

（人） 

特殊作業員 

（人） 

普通作業員 

（人） 

ﾄ ﾗ ｯ ｸ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 

賃 料 （ 日 ） 

１．５ｍ以下 １．７ １．７ ５．１ １１．０ １．７ ０．９ ０．９ ２．７ ０．９ 

２．０ｍ以下 ２．０ ２．０ ６．０ １１．６ １．８ ０．９ ０．９ ２．７ １．０ 

２．５ｍ以下 ２．４ ２．４ ７．２ １２．５ １．９ ０．９ ０．９ ２．７ １．０ 

３．０ｍ以下 ２．８ ２．８ ８．４ １３．４ ２．１ １．０ １．０ ３．０ １．１ 

３．５ｍ以下 ３．１ ３．１ ９．３ １４．６ ２．２ １．０ １．０ ３．０ １．２ 

３．８ｍ以下 ３．４ ３．４ １０．２ １５．０ ２．３ １．１ １．１ ３．３ １．２ 

注1. 本表は両側全面軽量鋼矢板を施工する場合に適用する。 
注2. 小型バックホウを計上した場合はバックホウ運転（日）を適用する。 

１－１０－６ 切梁・腹起し工（軽量金属製）   DD121703241 

100ｍ当たり 

     名    称  員 数  単 位       摘         要 

世 話 役  人 表１０－４ 

特 殊 作 業 員  人   〃 

普 通 作 業 員  人   〃 

諸 雑 費 １．０     式  

          計    

１ｍ当たり   計／100 

注1. 本表は設置・撤去を含む。 

 

 

１－１０－５ 軽量鋼矢板設置撤去工（機械・両側） DD121703221 
                                                      １００ｍ当たり 

名   称 員 数 単 位 摘       要 

世 話 役  人 表１０－３ 

特 殊 作 業 員  人 〃 

普 通 作 業 員  人 〃 

バ ッ ク ホ ウ 運 転  Ｈ又は日 
１－９－３－２ 
〃   

ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転  日 〃  ４．９ｔ吊り 

諸 雑 費 １ 式  

計    

１ｍ当たり   計／100 

注1.軽量鋼矢板Ⅱ型（14.8kg／ｍ、標準有効幅 250mm）を上部掘削と同時に建て込み根入れを常に確保しながら掘り下げて
床付ける方法で施工する場合に適用し、20cm 程度の根入れ深さを考慮している。なお、床付けまで掘削してから土留
を行う当て矢板工法には適用しない。 

注2.軽量鋼矢板賃料は別途計上し、２．０ｍ以上２．５ｍ以下の軽量鋼矢板を使用する場合は１－１０－１０により賃料
を算出すること。 

注3.本表は、両側分の矢板設置、撤去である。 

表１０－３  軽量鋼矢板設置撤去工 

                                                      １００ｍ当たり 

矢 板 長 

（ｍ） 

設      置 撤      去 

世話役 

（人） 

特殊作業員 

（人） 

普通作業員 

（人） 

ﾊ゙ｯｸﾎｳ 

運転(H) 

ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾎ ｳ 

運転(日) 

世話役 

（人） 

特殊作業員 

（人） 

普通作業員 

（人） 

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 

賃 料 （ 日 ） 

１．５ ３．２ ３．２ ９．６ １２．１ ２．１ ２．１ ２．１ ４．２ ２．１ 

２．０ ３．５ ３．５ １０．５ １４．５ ２．３ ２．３ ２．３ ４．６ ２．３ 

２．５ ３．８ ３．８ １１．４ １６．８ ２．６ ２．５ ２．５ ５．０ ２．５ 

３．０ ４．１ ４．１ １２．４ １９．２ ２．８ ２．７ ２．７ ５．４ ２．７ 

３．５ ４．４ ４．４ １３．３ ２１．６ ３．１ ２．９ ２．９ ５．８ ２．９ 

４．０ ４．７ ４．７ １４．２ ２３．９ ３．２ ３．１ ３．１ ６．２ ３．１ 

注3. 本表は両側全面軽量鋼矢板を施工する場合に適用する。 
注4. 小型バックホウを計上した場合はバックホウ運転（日）を適用する。 

１－１０－６ 切梁・腹起し工（軽量金属製）   DD121703241 

100ｍ当たり 

     名    称  員 数  単 位       摘         要 

世 話 役  人 表１０－４ 

と び 工  人   〃 

普 通 作 業 員  人   〃 

諸 雑 費 １．０     式  

          計    

１ｍ当たり   計／100 

注1. 本表は設置・撤去を含む。 
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人工の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１０－４ 切梁・腹起し工（軽量金属製） 

                                                                      100ｍ当たり 

名  称 
設置段数 軽量金属製腹起し材 水圧式パイプサポート 

 掘削深さ 設 置 撤 去 設 置 撤 去 

世 話 役 
（人） 

１ 段 2.0ｍ以下 ０．４ ０．３ ０．２ ０．２ 

２ 段 3.5ｍ以下 ０．８ ０．６ ０．４ ０．４ 

３ 段 3.8ｍ以下 １．３ ０．９ ０．７ ０．６ 

特殊作業員 
（人） 

１ 段 2.0ｍ以下 ０．４ ０．３ ０．２ ０．２ 

２ 段 3.5ｍ以下 ０．８ ０．６ ０．４ ０．４ 

３ 段 3.8ｍ以下 １．３ ０．９ ０．７ ０．６ 

普通作業員 
（人） 

１ 段 2.0ｍ以下 １．２ ０．９ ０．６ ０．６ 

２ 段 3.5ｍ以下 ２．４ １．８ １．２ １．２ 

３ 段 3.8ｍ以下 ３．９ ２．７ ２．１ １．８ 

 

 

１－１０－７ 切梁賃料（軽量金属製）   DD121703261 

 

  （略） 

 

１－１０－８ 水圧ポンプ賃料        DD121703271 

   

（略） 

 

１－１０－９ 腹起し賃料（軽量金属製）   DD121703281 

 

（略） 

 

 

 

 

 

表１０－４ 切梁・腹起し工（軽量金属製） 

                                                                      100ｍ当たり 

名  称 
設置段数 軽量金属製腹起し材 水圧式パイプサポート 

 掘削深さ 設 置 撤 去 設 置 撤 去 

世 話 役 
（人） 

１ 段 2.0ｍ以下 ０．３ ０．２ ０．５ ０．３ 

２ 段 3.5ｍ以下 ０．６ ０．４ １．０ ０．６ 

３ 段 4.0ｍ未満 １．２ ０．８ ２．０ １．２ 

と び 工 
（人） 

１ 段 2.0ｍ以下 ０．３ ０．２ ０．５ ０．３ 

２ 段 3.5ｍ以下 ０．６ ０．４ １．０ ０．６ 

３ 段 4.0ｍ未満 １．２ ０．８ ２．０ １．２ 

普通作業員 
（人） 

１ 段 2.0ｍ以下 ０．６ ０．４ １．０ ０．６ 

２ 段 3.5ｍ以下 １．２ ０．８ ２．０ １．２ 

３ 段 4.0ｍ未満 ２．４ １．６ ４．０ ２．４ 

 

 

１－１０－７ 切梁賃料（軽量金属製）   DD121703261 

 

  （略） 

 

１－１０－８ 水圧ポンプ賃料        DD121703271 

   

（略） 

 

１－１０－９ 腹起し賃料（軽量金属製）   DD121703281 

 

（略） 
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バックホウの 

基準変更 

及び 

基準追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 付帯工 

  ２－１ 舗装撤去工舗装版破砕使用機械 

舗装版破砕使用機械 

作業の種類 作業内容 機械名 規 格 

直 接 掘 削 

積 込 

道路幅員 4.5ｍ以上 

Ａｓ舗装版・15cm 以下 
バックホウ 

排出ガス対策型(第１次基準値) 

クローラ山積 0.45ｍ３（平積 0.35ｍ３） 

道路幅員 4.5ｍ以上 

Ｃｏ舗装版・15cm 以下 

「土木工事標準積算基準書・舗装版破砕工」 

（クローラ山積 0.45ｍ３（平積 0.35ｍ３）） 

道路幅員 3.0ｍ以上 4.5ｍ未満 

Ａｓ舗装版・15cm 以下 

バックホウ 
排出ガス対策型(第２次基準値)・後方超小旋回型 

クローラ山積 0.28ｍ３（平積 0.20ｍ３） 

小型バックホウ 
排出ガス対策型(第２次基準値)・後方超小旋回型 

クローラ山積 0.13ｍ３（平積 0.10ｍ３） 

道路幅員 1.6ｍ以上 3.0ｍ未満 

Ａｓ舗装版・15cm 以下 
小型バックホウ 

排出ガス対策型・超小旋回型(第１次基準値) 

クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

舗 装 版 破 砕 

道路幅員 4.5ｍ以上 

Ａｓ舗装版・Ｃｏ舗装版 

「土木工事標準積算基準書・舗装版破砕工」 

（コンクリート圧砕機、又は大型ブレーカ 注 1 参照） 

道路幅員 3.0ｍ以上 

Ａｓ舗装版・Ｃｏ舗装版 

コンクリート圧砕機 破砕力 400kN 

バックホウ 

（ベースマシン） 

排出ガス対策型(第２次基準値)・後方超小旋回型 

クローラ山積 0.28ｍ３（平積 0.20ｍ３） 

掘 削 積 込 

（ 破 砕 後 ） 

道路幅員 4.5ｍ以上 
「土木工事標準積算基準書・舗装版破砕工」 

（クローラ山積 0.45ｍ３：破砕のベースマシンと同じ） 

道路幅員 3.0ｍ以上 バックホウ 
排出ガス対策型(第２次基準値)・後方超小旋回型 
クローラ山積 0.28ｍ３（平積 0.20ｍ３） 
（破砕のベースマシンと同じ） 

運 搬 ― ダンプトラック 

10ｔ積（バックホウ山積 0.45ｍ３の場合） 

4ｔ積（バックホウ山積 0.28、0.13ｍ３の場合） 

 
注1．  施工上騒音振動対策を必要とする場合は、コンクリート圧砕機を使用する。（取壊し舗装版厚さが 15cm 以下の場合も同じ） 

注2．  埋設工、給水管付替工等の掘削に先立ち施工する場合は、掘削の適用機種に準ずることとし、本復旧工で施工する場合は

道路幅員による。 

注3．  Ａs舗装版厚さが15cmを超え道路幅員が3.0ｍ未満の場合は「土木工事標準積算基準書（舗装版破砕工（人力））」を適用す

る。 

注4．  Ｃｏ舗装版で道路幅員が 3.0ｍ未満の場合は「土木工事標準積算基準書（構造物取壊し工・人力施工（市場単価））」を適用

する。 

注5．  現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。 

 

 

 

 

第２節 付帯工 

  ２－１ 舗装撤去工舗装版破砕使用機械 

舗装版破砕使用機械 

作業の種類 作業内容 機械名 規 格 

直 接 掘 削 

積 込 

道路幅員 4.5ｍ以上 

Ａｓ舗装版・15cm 以下 
バックホウ 

排出ガス対策型 

クローラ山積 0.45ｍ３（平積 0.35ｍ３） 

道路幅員 4.5ｍ以上 

Ｃｏ舗装版・15cm 以下 

「土木工事標準積算基準書・舗装版破砕工」 

（クローラ山積 0.45ｍ３（平積 0.35ｍ３）） 

道路幅員 3.0ｍ以上 4.5ｍ未満 

Ａｓ舗装版・15cm 以下 

バックホウ 
排出ガス対策型・後方超小旋回型 

クローラ山積 0.28ｍ３（平積 0.20ｍ３） 

小型バックホウ 
排出ガス対策型(第２次基準値)・後方超小旋回型 

クローラ山積 0.13ｍ３（平積 0.10ｍ３） 

道路幅員 1.6ｍ以上 3.0ｍ未満 

Ａｓ舗装版・15cm 以下 
小型バックホウ 

排出ガス対策型・超小旋回型 

クローラ山積 0.08ｍ３（平積 0.06ｍ３） 

舗 装 版 破 砕 

道路幅員 4.5ｍ以上 

Ａｓ舗装版・Ｃｏ舗装版 

「土木工事標準積算基準書・舗装版破砕工」 

（コンクリート圧砕機、又は大型ブレーカ 注 1 参照） 

道路幅員 3.0ｍ以上 

Ａｓ舗装版・Ｃｏ舗装版 

コンクリート圧砕機 破砕力 400kN 

バックホウ 

（ベースマシン） 

排出ガス対策型・後方超小旋回型 

クローラ山積 0.28ｍ３（平積 0.20ｍ３） 

掘 削 積 込 

（ 破 砕 後 ） 

道路幅員 4.5ｍ以上 
「土木工事標準積算基準書・舗装版破砕工」 

（クローラ山積 0.45ｍ３：破砕のベースマシンと同じ） 

道路幅員 3.0ｍ以上 バックホウ 
排出ガス対策型・後方超小旋回型 
クローラ山積 0.28ｍ３（平積 0.20ｍ３） 
（破砕のベースマシンと同じ） 

運 搬 ― ダンプトラック 

10ｔ積（バックホウ山積 0.45ｍ３の場合） 

4ｔ積（バックホウ山積 0.28、0.13ｍ３の場合） 

 
注1. 施工上騒音振動対策を必要とする場合は、コンクリート圧砕機を使用する。（取壊し舗装版厚さが 15cm 以下の場合も同じ） 

注2. 埋設工、給水管付替工等の掘削に先立ち施工する場合は、掘削の適用機種に準ずることとし、本復旧工で施工する場合

は道路幅員による。 

注3. Ａs 舗装版厚さが 15cm を超え道路幅員が 3.0ｍ未満の場合は「土木工事標準積算基準書（舗装版破砕工（人力））」を適用

する。 

注4. Ｃｏ舗装版で道路幅員が 3.0ｍ未満の場合は「土木工事標準積算基準書（構造物取壊し工・人力施工（市場単価））」を適

用する。 

注5. 現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。 
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名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１－１ 舗装版直接掘削積込工（ＡＳのみ） DD121702061 
                                                   100ｍ２当たり 

名   称 員数 単位 摘   要 

世 話 役  人 表 1－１ 

普 通 作 業 員  人 表１－１ 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工 

（ 管 路 土 工 ） 
 Ｈ又は日 

１－９－３－２、表１－２、３ 

表１－２－２（100 ㎡/日当たり施工量） 

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１㎡当たり   計／100 

注1. 本表は、バックホウによる厚さ15cm以下のアスファルト舗装版破砕積込作業に適用する。 

注2. バックホウ運転日当たり運転時間は6.5時間とする。 
 

表１－１ 舗装版の直接掘削･積込工労務 

                                           100ｍ２当たり 

掘 削 機 種 
舗装厚 0cm 超え 10cm 以下 舗装厚 10cm 超え 15cm 以下 

世話役（人） 普通作業員（人） 世話役（人） 普通作業員（人） 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ０．５６ ０．８５ ０．７０ １．０６ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ０．４９ ０．７４ ０．６１ ０．９１ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ０．４２ ０．６３ ０．５１ ０．７６ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ０．３５ ０．５２ ０．４１ ０．６１ 

 

表１－２ バックホウ運転時間 

100ｍ２当たり 

掘 削 機 種 
運転時間（時間） 

舗装厚 0cm 超え 10cm 以下 舗装厚 10cm 超え 15cm 以下 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ４．５１ ５．６３ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ３．９３ ４．８４ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ３．３５ ４．０５ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ２．７６ ３．２７ 

 

表１－２－２ 日当たり施工量 

1日当たり 

掘 削 機 種 
施工量（㎡） 

舗装厚 0cm 超え 10cm 以下 舗装厚 10cm 超え 15cm 以下 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） １４４ １１５ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） １６５ １３４ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） １９４ １６０ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ２３６ １９９ 

 

 

 

２－１－１ 舗装版直接掘削積込工（ＡＳのみ） DD121702061 
                                                   100ｍ２当たり 

名   称 員数 単位 摘   要 

世 話 役  人 表 1－１ 

普 通 作 業 員  人 表１－１ 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工  Ｈ又は日 
１－９－３－２、表１－２、３ 

表１－２－２（100 ㎡/日当たり施工量） 

諸 雑 費 １．０ 式  

計    

１㎡当たり   計／100 

注3. 本表は、バックホウによる厚さ15cm以下のアスファルト舗装版破砕積込作業に適用する。 

注4. バックホウ運転日当たり運転時間は6.5時間とする。 
 

表１－１ 舗装版の直接掘削･積込工労務 

                                           100ｍ２当たり 

掘 削 機 種 
舗装厚 0cm 超え 10cm 以下 舗装厚 10cm 超え 15cm 以下 

世話役（人） 普通作業員（人） 世話役（人） 普通作業員（人） 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ０．５６ ０．８５ ０．７０ １．０６ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ０．４９ ０．７４ ０．６１ ０．９１ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ０．４２ ０．６３ ０．５１ ０．７６ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ０．３５ ０．５２ ０．４１ ０．６１ 

 

表１－２ バックホウ運転時間 

100ｍ２当たり 

掘 削 機 種 
運転時間（時間） 

舗装厚 0cm 超え 10cm 以下 舗装厚 10cm 超え 15cm 以下 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） ４．５１ ５．６３ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） ３．９３ ４．８４ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） ３．３５ ４．０５ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ２．７６ ３．２７ 

 

表１－２－２ 日当たり施工量 

1日当たり 

掘 削 機 種 
施工量（㎡） 

舗装厚 0cm 超え 10cm 以下 舗装厚 10cm 超え 15cm 以下 

山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） １４４ １１５ 

山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） １６５ １３４ 

山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） １９４ １６０ 

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ２３６ １９９ 
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バックホウの 

基準変更 

及び 

基準追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－３ 機械運転表 

機械名 規 格 指 定 事 項 

小型バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
(第１次基準値)超小旋回型 
山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 

運転労務数量  １．００ 
燃料消費量   １８ (日) 
機械損料数量  １．78 

小型バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
(第２次基準値)  後方超小旋回型 
山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 

運転労務数量  １．００ 
燃料消費量   ２５ (日) 
機械損料数量  １．78 

バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
(第２次基準値)後方超小旋回型 
山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量  ０．１６ 
燃料消費量   ６．３０ 
機械損料数量  １．００ 

バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
(第１次基準値) 
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 

運転労務数量  ０．１６ 
燃料消費量   ９．２０ 
機械損料数量  １．００ 

２－１－２ 舗装版破砕工（ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機400KN）   DD114103021 
                                                                   100ｍ２当たり 

名  称 員 数 単 位    摘       要 

世 話 役 100/ｑ×1 人 表１－５ 

普 通 作 業 員 100/Ｑ+100/ｑ 人 表１－４、５ 

舗装版圧砕機運転工 100/Ｑ 日 
２－１－３ 

表１－４、６ 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工 

（水道土木・供用） 
100/ｑ 日 

２－１－４ 

表１－５、６ 

諸 雑 費 1.0 式  

計    

１ｍ２当たり   計／100 

注1. 舗装版厚15cm以下は次の場合に適用し、これ以外の場合には舗装版の直接掘削・積込の施工歩掛を適用する。 
   ・施工上騒音振動対策を必要とする場合でｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機を使用するとき 
注2. 破砕塊の大きさは受入地等の条件により決定するが、本歩掛はバックホウにより掘削・積込が可能な場合に適用で

きる。 
注3. ただし、バックホウ以外の方法により積込むことを前提として特に大きく分割する場合は適用できない。 
注4. コンクリート＋アスファルト（カバー）舗装版の破砕には適用できない。 
注5. 世話役は掘削積込作業の補助労務を、普通作業員は掘削積込作業の補助労務と破砕作業における破砕くずの飛散防

止及び飛散物の収集を行うものである。基面整正は含まない。 
表１－４ 日当たり施工量Ｑ（舗装版破砕） 

                                                    （ｍ２／日） 

使 用 機 械 
舗装 
種別 

舗 装 版 厚 

15cm以下 15cm超35cm以下 

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機・400kN 
（ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28ｍ３）） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ 150 100 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 110 90 

表１－５ 日当たり施工量ｑ（舗装版掘削積込） 

                                                    （ｍ２／日） 

使 用 機 械 
舗装 
種別 

舗 装 版 厚 

15cm以下 15cm超35cm以下 

ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28ｍ３） 
ｱｽﾌｧﾙﾄ 280 210 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 180 140 

 

 

表１－３ 機械運転表 

機械名 規 格 指 定 事 項 

小型バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

超小旋回型 
山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 

運転労務数量  １．００ 
燃料消費量   １８ (日) 
機械損料数量  １．８ 

小型バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
(第２次基準値)  後方超小旋回型 
山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 

運転労務数量  １．００ 
燃料消費量   ２５ (日) 
機械損料数量  １．８ 

バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 

後方超小旋回型 
山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量  ０．１６ 
燃料消費量   ６．３０ 
機械損料数量  １．００ 

バックホウ 
油圧式クローラ型・排出ガス対策型 
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 

運転労務数量  ０．１６ 
燃料消費量   ９．２０ 
機械損料数量  １．００ 

２－１－２ 舗装版破砕工（ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機400KN）   DD114103021 
                                                                   100ｍ２当たり 

名  称 員 数 単 位    摘       要 

世 話 役 100/ｑ×1 人 表１－５ 

普 通 作 業 員 100/Ｑ+100/ｑ 人 表１－４、５ 

舗装版圧砕機運転工 100/Ｑ 日 
２－１－３ 

表１－４、６ 

バ ッ ク ホ ウ 運 転 工 

（水道土木・供用） 
100/ｑ 日 

２－１－４ 

表１－５、６ 

諸 雑 費 1.0 式  

計    

１ｍ２当たり   計／100 

注6. 舗装版厚15cm以下は次の場合に適用し、これ以外の場合には舗装版の直接掘削・積込の施工歩掛を適用する。 
   ・施工上騒音振動対策を必要とする場合でｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機を使用するとき 
注7. 破砕塊の大きさは受入地等の条件により決定するが、本歩掛はバックホウにより掘削・積込が可能な場合に適用

できる。 
注8. ただし、バックホウ以外の方法により積込むことを前提として特に大きく分割する場合は適用できない。 
注9. コンクリート＋アスファルト（カバー）舗装版の破砕には適用できない。 
注10. 世話役は掘削積込作業の補助労務を、普通作業員は掘削積込作業の補助労務と破砕作業における破砕くずの飛

散防止及び飛散物の収集を行うものである。基面整正は含まない。 
表１－４ 日当たり施工量Ｑ（舗装版破砕） 

                                                    （ｍ２／日） 

使 用 機 械 
舗装 
種別 

舗 装 版 厚 

15cm以下 15cm超35cm以下 

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機・400kN 
（ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28ｍ３）） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ 150 100 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 110 90 

表１－５ 日当たり施工量ｑ（舗装版掘削積込） 

                                                    （ｍ２／日） 

使 用 機 械 
舗装 
種別 

舗 装 版 厚 

15cm以下 15cm超35cm以下 

ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28ｍ３） 
ｱｽﾌｧﾙﾄ 280 210 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 180 140 
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バックホウの 

規格変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１－３ 舗装版圧砕機運転工   DD121001131 

                                                                   １日当たり 

名  称 員 数 単 位    摘       要 

特 殊 運 転 手  人  

軽 油  １ ． ２ 号  Ｌ  

コンクリート圧砕機損料  供用日  

バ ッ ク ホ ウ  供用日  

諸 雑 費 1.0 式  

計    

 

２－１－４ バックホウ運転工（水道土木・供用）   DD121001091 
                                                                   １日当たり 

名  称 員 数 単 位    摘       要 

特 殊 運 転 手  人  

軽 油  １ ． ２ 号  Ｌ  

機 械 損 料  供用日  

諸 雑 費 1.0 式  

計    

 
表１－６ 機械運転表 

作業内容 機 械 名 規  格 指 定 事 項 

直接掘削・積込 

バックホウ 
油圧式クローラ型 
排出ガス対策型（２次基準）
後方超小旋回型 

山積０．２８ｍ３ 

（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量  １．００ 
燃料消費量   ４９ 
機械損料数量  １．６２ 

舗装版破砕 

①コンクリート圧砕機 
②バックホウ 
油圧式クローラ型 
排出ガス対策型（２次基準）
後方超小旋回型 

 ①400kN ※注 1 
 ②山積０．２８ｍ３            
（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量  １．００ 
燃料消費量   ４２ 
機械損料数量① １．４５ 
機械損料数量② １．６２ 

破砕後積込 

バックホウ 
油圧式クローラ型 
排出ガス対策型（２次基準）
後方超小旋回型 

山積０．２８ｍ３ 

（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量  １．００ 
燃料消費量   ４５ 
機械損料数量  １．６２ 

注1. 損料はコンクリート圧砕装置（建物用）開口幅735～850mm 破砕力550～980ｋNを使用 

 

 

 

 

２－１－３ 舗装版圧砕機運転工   DD121001131 

                                                                   １日当たり 

名  称 員 数 単 位    摘       要 

特 殊 運 転 手  人  

軽 油  １ ． ２ 号  Ｌ  

コンクリート圧砕機損料  供用日  

バ ッ ク ホ ウ  供用日  

諸 雑 費 1.0 式  

計    

 

２－１－４ バックホウ運転工（水道土木・供用）   DD121001091 
                                                                   １日当たり 

名  称 員 数 単 位    摘       要 

特 殊 運 転 手  人  

軽 油  １ ． ２ 号  Ｌ  

機 械 損 料  供用日  

諸 雑 費 1.0 式  

計    

 
表１－６ 機械運転表 

作業内容 機 械 名 規  格 指 定 事 項 

直接掘削・積込 

バックホウ 
油圧式クローラ型 
排出ガス対策型 
後方超小旋回型 

山積０．２８ｍ３ 

（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量  １．００ 
燃料消費量   ４９ 
機械損料数量  １．６２ 

舗装版破砕 

①コンクリート圧砕機 
②バックホウ 
油圧式クローラ型 
排出ガス対策型 
後方超小旋回型 

 ①400kN ※注 1 
 ②山積０．２８ｍ３            
（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量  １．００ 
燃料消費量   ４２ 
機械損料数量① １．４５ 
機械損料数量② １．６２ 

破砕後積込 

バックホウ 
油圧式クローラ型 
排出ガス対策型 
後方超小旋回型 

山積０．２８ｍ３ 

（平積０．２０ｍ３） 

運転労務数量  １．００ 
燃料消費量   ４５ 
機械損料数量  １．６２ 

注2. 損料はコンクリート圧砕装置（建物用）開口幅735～850mm 破砕力550～980ｋNを使用 
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交通誘導員の変
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第３節 仮設工 

 

３－１ 仮設配管工等 

３－1－１ 仮設ステンレス 

（略） 

 

３－２ 交通誘導警備員等 

 

 ３－２－１ 適用範囲 

本資料は、交通誘導警備員及び機械の誘導員等の交通管理を行う場合に適用する。 

 

   ３－２－２計上区分 

当該工事の制約条件を勘案した交通規制パターン等による１日当たりの交通誘導警備員の配置人員をもと

に、工事期間内で配置される人数を計上する。 

なお、休憩・休息時間についても交通誘導を行う場合には、交替要員も交通誘導警備員の人数に含めて計

上する。 

また、夜間勤務や２交替制勤務等を行う場合は、「第１章 水道工事積算基準 第２節 直接工事費の積算 ２

-２ 労務費」に基づき、労務費の補正を行うこととし、これにより難い場合は別途考慮する。 

 

３－２－３ 施工単価入力基準表 

(1)交通誘導警備員Ａ 

施工単位 人日 

注1. 施工数量は交替要因を含む人数とする。 

注2. 夜間勤務や２交替制勤務等を行う場合は、「第１章 水道工事積算基準 第２節 直接工事費の積

算 ２-２ 労務費」に基づき、労務費調整係数等を計算し、労務費補正において労務費調整係

数等を入力すること。なお、これにより難い場合は別途考慮する。 

 

(2)交通誘導警備員Ｂ 

施工単位 人日 

注1. 施工数量は交替要因を含む人数とする。 

注2. 夜間勤務や２交替制勤務等を行う場合は、「第１章 積算基準 第２節 直接工事費の積算 ２-２ 

労務費」に基づき、労務費調整係数等を計算し、労務費補正において労務費調整係数等を入力す

ること。なお、これにより難い場合は別途考慮する。 

 

 

第３節 仮設工 

 

３－１ 仮設配管工等 

３－1－１ 仮設ステンレス 

（略） 

 

３－２ 交通誘導警備員等 

 

 ３－２－１ 適用範囲 

交通誘導警備員による交通管理を行う場合に適用する。 

 

   ３－２－２計上区分 

現場条件に応じて、交通誘導警備員の配置人員、作業時間帯、期間を計上する。 

 

交通誘導警備員ＡDD121602000  交通誘導警備員ＢDD121602010  

 

表３－２－１－１ 交通誘導警備員の計上区分 

区分 現 場 条 件 
計 算 式 

交通誘導警備員Ａ 交通誘導警備員Ｂ 

１ 
昼間勤務（8:00～17:00） 

実働 8 時間（交替要員無し） 
a×必要日数×Ｎ a×必要日数×Ｎ 

２ 
昼間勤務（8:00～17:00） 

実働 9 時間（交替要員有り） 
1.2a×必要日数×Ｎ 1.2a×必要日数×Ｎ 

３ 
夜間勤務（20:00～5:00） 

実働 8 時間（交替要員無し） 
1.5a×必要日数×Ｎ 1.5a×必要日数×Ｎ 

４ 
夜間勤務（20:00～5:00） 

実働 9 時間（交替要員有り） 
1.8a×必要日数×Ｎ 1.8a×必要日数×Ｎ 

５ 
24 時間勤務 

実働 22 時間（交替要員無し） 
3.0a×必要日数×Ｎ 3.0a×必要日数×Ｎ 

６ 
24 時間勤務 

実働 24 時間（交替要員有り） 
3.4a×必要日数×Ｎ 3.4a×必要日数×Ｎ 

注1. a：交通誘導警備員単価  Ｎ：配置人員 

注2. 日曜、祝祭日等の休日割増は適用しない。 

注3. 区分5、6は２交替制勤務とする。 

注4. 交替要員有りは、休憩、休息時間についても交通誘導を行う場合に適用する。 

注5. 作業時間帯等が異なる場合は、別途積算するものとする。 

 

 


